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発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

事務局長 

（小向正志君） 

 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

山委員長  おはようございます。 

 一言ご挨拶を申し上げますが、その前にけさ未明の北海道大地震、震度６強と

のことで大きな被害が出ているようであります。被害が拡大しないように、また

犠牲者がいないように願うばかりであります。早い復旧を願うものであります。 

 さて、議会中においても大きな地震があることもあろうかと思いますので、そ

のときにはどうぞ揺れがおさまるまで、席下に身を寄せて身を守るようにしてい

ただいて、揺れがおさまってから避難をしてくださるようにご協力をお願いしま

す。 

 それでは、ご挨拶申し上げます。 

 付託を受けました決算特別委員会が開催されますが、今回の決算特別委員会審

査に当たっての議事進行につきましては、各位の何分のご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 着席して進めます。 

 

山委員長 

 

 ただいまの出席数は１５人です。定足数に達しておりますので、直ちに決算特

別委員会を開会いたします。 

 なお、馬場正治委員は欠席であります。 

 

 （開会時刻 午前１０時０２分） 

山委員長 

 

 当委員会に付託されました議案を審査する前に、先般配付済みの平成２９年度

おいらせ町一般会計歳入歳出決算書について、一部誤りがあった旨連絡がありま

したので、お手元に配付のとおりお知らせしておきます。 

 このことについて、当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 おはようございます。 

 委員長のお許しを得まして、発言いたします。 

 本日、お手元にお配りの資料、平成３０年第３回おいらせ町議会定例会議案別

冊資料の訂正についての関係でございます。 

 既に、皆さんにお配りの資料、平成２９年度一般会計歳入歳出決算書の中に、
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一部誤りがございました。場所は１６２ページです。本日お配りの１枚物の資料

の裏面にもその部分掲載してございます。上段のほうが正しいもの、下段のほう

が誤りということになります。 

 具体的にお話しいたしますと、財産に関する調書の欄のうち（４）出資による

権利でありますが、八戸地域広域市町村圏事務組合の欄、前年度末現在高２，２

０２万８，０００円とありますが、正しくは５５０万７，０００円でございます。

また、その隣の欄、決算年度中増減額の欄も同様に、現在はマイナス２，２０２

万８，０００円とありますが、正しくはマイナス５５０万７，０００円でありま

す。それに伴いまして、下のほうの小計の欄及び最後の合計の欄もあわせて変わ

ることになります。 

 以上、訂正しておわび申し上げます。大変申しわけございませんでした。以上

であります。 

 

山委員長 次に、監査委員より提出されております各会計歳入歳出決算審査意見書について

質疑を受けます。１ページから１７ページまでとなります。質疑ございませんか。 

 ６番平野委員。 

 

平野敏彦委員  おはようございます。 

 この監査意見書について、病院事業会計のところで監査委員の所見をお伺いし

たいと思います。 

 今年度の決算を見ますと、純損失が出ておりますけれども、この部分について

の将来的に解消見込みとか、そういうものの部分が文面、文言にあらわれていな

いんですけれども、これはどういう監査委員の評価をしているのかお聞かせいた

だきたいと思います。 

 そしてまた、病院事業会計については、今までも入院患者数の減少とか診療単

価の低下、純利益を上げることができないということで、２８年の意見書にあり

ます。非常に厳しい意見を出しておりますけれども、その後改善された点とか、

そういうものが今年度も出ていないわけで、この辺については前年度の数値から

見た２７年、２８年、２９年連続して対比して見たときの監査委員の評価という

のは、どういう形で見ているのか、この２点お伺いしたいと思います。 

 

山委員長  答弁願います。 

 監査委員。 

 

監査委員  今、ご指摘を受けましたことを謙虚に反省したいと思います。 
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（柏崎堅一君）  正直申し上げますと、初めてのことだということもありましたので、事務局か

ら説明を受けた程度で、どこがどういうふうに改善点あるいは将来的なあり方と

いうことについては、余り深くまだ見えておりませんでした。 

 以上でございます。 

 

山委員長  いいですか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  就任間近ということで、私はそれも今の答弁でやむを得ないと思います。ただ、

今までの２９年度の決算だけじゃなくて監査の意見書というのは毎年出ている

わけですから、さかのぼって比較していけばここの部分が気を使って監査しなけ

ればならないのかなという点も出てくるのかなと思いますので、この辺は監査委

員にお願いしておきたいと思います。 

 特に、病院経営については非常に厳しい状況が続いておりますので、数字的な

部分、それから医療体制の部分、これについては開設者、町長にも、その都度そ

の都度意見提議をしていったほうがいいということで、私からお願いをして終わ

ります。 

 

山委員長  いいですか。 

 川口委員。 

 

川口弘治委員  １５番の川口です。 

 私からは、代表監査委員には就任早々に決算審査という大変な業務審査をし

て、こういう計算書をまとめたことに対して、本当にご苦労さまでしたと、私、

最近まで、去年までそれをやっていた監査委員としてご苦労お察しいたします。 

 まず、金融の専門家でもあります代表監査、数字の行政の財務会計というんで

すか、この数字のとり方というのはなかなか民間から見ても非常にわかりづら

い、非常に数字を理解するには、正直言って時間がかかるものと思います。とい

いますのも、私も経験上、他町の代表監査委員のお話の中でもたとえ公認会計士、

税理士さん、そういう専門分野の方であっても、この行政の仕組みというのは数

字の見方というのは非常に独特でわかりづらいという声は、監査会の協議会の中

でもよく出る意見でございました。 

 そもそも、監査委員をやっていてわかったことは、この行政の監査、行政の会

計のそもそも専門家というのはないです。民間であれば、法律にのっとって公認

会計士であるとか、資格を持った専門の職種があるんですが、行政に関しては専
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門家がないんです。ですから、非常に戸惑う監査、特に決算審査になると、全課

にわたっての総トータル１７０億円を超えるその決算書でございますので、そし

て財務諸表につきましては、町の財政担当者から提示される資料もこれも一旦は

出るんですが、そのもとになる計算式というのは町の財務課長でも、これはわか

りません。県にお伺いを立てて指導を受けて、それでまた調整されて返ってくる。

県は県で国から調整されてやっているという仕組みを、どうかご理解いただきた

いなと。本当にそういう意味では大変ご苦労であったと思います。 

 何年か前から、私たちが受けている意見書の中に添付書類として後ろのほうに

グラフが添付されております。このグラフについては非常にわかりやすい。ここ

のところのグラフを３年ないしの比較を３年、４年ないしの比較を見て、我が町

の収入状態または財政状態というのが滞納処理、この辺の各課の努力の跡が見て

とられるもの。こういうところも見て評価して、問題提起をして我が町の健全財

政がいかに正常に機能しているか。そういうところも含めて評価していただけれ

ばいいかと思いますが、その点代表監査にはなったばかりで、こういうことも含

めて今後何とか頑張っていただきたいなと思いまして感想がありましたら、どう

ぞ。一言お願いします。 

 

山委員長  代表監査委員。 

 

監査委員 

（柏崎堅一君） 

 監査意見書作成に当たりまして、まず今川口委員がおっしゃったように、非常

に広範囲な、しかも膨大な資料、資料という中をさまざま突合していくわけです

けれども、それでまず精いっぱいというのが今回の状況でございました。 

 意見書につきましても、毎回同じ意見書じゃないのかということを、考えをお

持ちの方もあるかと思います。確かに、何年かしましたらさまざまな、平野委員

がおっしゃったような、視点を変えて今後のことを見ていくということができれ

ば、若干意見書も変わってくるのではないかなと思います。 

 そういうあれで、就任間もないということで免じてもらうわけではありません

けれども、一生けん命頑張ってまず、果たして出てきた数字、今おっしゃったグ

ラフで見るさまざまな動きというものも大事ですけれども、果たして町民の皆さ

んから頂戴した税金が、どういうふうに町の人たちの要望に応えられていくのか

というところが一番だと思います。 

 確かに、幾ら幾ら剰余が出ましたということも同じかと思いますけれども、ま

ず一番は預かった税金をいかに町民のために、赤字に出ないようにうまく使うか

ということが一番大事なことかと思いますので、そこら辺もこれから視点を変え

て見ていきたいと思います。ひとつご指導よろしくお願いします。 
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山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  ありがとうございます。 

 大変就任早々で、このような意見を求めることをお許しいただきたいと思いま

す。まずは、先ほど平野委員からも出ましたが、病院会計については非常にわか

りづらいという、単純にそういう言い方では問題があるかと思うんですが、なぜ

わかりづらいか、そういう見方で私はやっていて経験上、公営企業という会計の

仕組み、これがここ近年でもまた変わっております。ここに出ている一般会計の

行政会計というのはまた違う会計の仕組みになっております。民間がやっている

会計はまたこれも全く違う会計となっています。両方あわせて兼ね備えたような

会計、わかりやすく言うといいとこどりをしたようなのが公営企業、病院とかの

企業会計ではないかなと、勝手に想像していますけれども、その中でよく収益の

話が出ます。収益は基本的は単年度で見る事業としては当然大事なことでござい

ます。収益費用等差し引いたのが営業収益で、営業外も含めて費用も含めた差っ

引きで、要は利益分が幾らかと、非常にわかりやすい部分。ところが、病院の先

ほど言った公営企業の仕組みの中には、要は資本、資産、そういうものの判断力

というものが、資金留保とかさまざま言われている病院企業会計の中で非常にわ

かりづらい。 

 代表監査がわかっていると思います、当然、専門だからわかると思いますが、

企業の病院の資本力そのものが企業の力というもので、単年度で赤字をしたから

つぶれるんでないかとかどうのこうのという、そういう判断をしたときにはまず

資本力を見る。 

 我が病院の会計の中で出てくる貸借対照とか、さまざまそういうものでは物す

ごい資本力が大きいんです。前公営企業でつくられた役所独特といってはなんで

すが、そういう資本の計上の仕方、新しく公営企業法になって若干民間方式で実

質借りているものは負債に計上しましょうと、そういうくらいのいいとこどりを

したのが、今の現在の公営企業という形であっても、我が病院の資本力というの

は負債とか借金とか、さまざまなそういう営業損益というものから見ても、物す

ごく大きい。だから経営自体としては安泰ですよと、一部そういう力を秘めた、

持っている病院であるという、財務上ではそうではないかなと私は解釈しており

ますが、病院長、間違っていたらその辺、はい、わかりました。 

 そういうところで見ていただければ、もっと決算書類として我々も理解をし、

また事務方の説明も非常に丁寧に、この決算を上げるまでに正確に書類を上げて

いただいている。この事実は私は皆さんにお知らせしたいと思います。 
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 以上で終わります。 

 

山委員長  答弁、よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長 

 

 なしと認め、質疑を終わります。 

 これより議事に入ります。 

 当委員会に付託されました認定第１号から認定第８号までの認定議案のうち、

認定第１号、平成２９年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計課長。 

 

会計管理者 

（赤坂千敏君） 

 それでは、認定第１号についてご説明いたします。 

 事前に提出しております平成２９年度おいらせ町決算報告書の主要施策の成

果に基づき、主要部分のみ説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要施策の成果の１ページをごらんください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をごらんください。 

 右端に記載の平成２９年度歳入決算額は１１７億３，２３７万４，０００円で、

前年度に比べ５．３％の増、また歳出決算額は１１５億６，９６３万５，０００

円で、５．８％の増となっております。 

 歳入歳出差引額は１億６，２７３万９，０００円の決算額です。このうち、翌

年度へ繰り越しすべき財源は２，６９３万８，０００円です。 

 歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた金額が実質収支

額となり、その金額は１億３，５８０万１，０００円の決算額となります。 

 実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定及びおいらせ町財政調整

基金条例第２条第２号の規定に基づき、決算剰余金の２分の１以上である７，０

００万円を基金積み立てするものです。 

 続きまして、６ページをごらんください。 

 歳入の内訳ですが、主な項目についてご説明します。 

 まず、１款、町税です。 

 科目別収入状況の表をごらんください。 

 町税の収入済額は２６億４，６０７万６，０００円で、前年度比１億５０７万
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７，０００円、４．１％の増となります。 

 主なものでは、町民税が１１億６，８８５万円、前年度比７，４５３万７，０

００円、６．８％の増、固定資産税が１２億４６万１，０００円、前年度比３，

９６５万５，０００円、３．４％の増となりました。 

 続きまして、８ページをごらんください。 

 １０款、地方交付税です。地方交付税の状況の表をごらんください。 

 交付税の決算額は３５億１，１５３万２，０００円で、前年度比２億７，

４８１万１，０００円、７．３％の減となります。 

 内訳としては、普通交付税は３０億４，４１６万１，０００円で、前年度比２億

４，２９８万３，０００円、７．４％の減となります。また、特別交付税は３億

７，７９２万６，０００円で、前年度比２，４９５万２，０００円、６．２％の

減、震災復興特別交付税は８，９４４万５，０００円で、前年度比６８７万６，

０００円、７．１％の減となります。 

 続きまして、１１ページと１２ページをごらんください。 

 １４款の国庫支出金です。国庫支出金の内訳の表をごらんください。 

 まず、１１ページの合計額ですが、収入済額は１３億５，４８３万４，０００

円で、防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金などの減と、臨時福祉給付金

給付事業費補助金などの終了により、前年度比２億２，３５４万７，０００円、

１４．２％の減となります。 

 続きまして、１４ページをごらんください。 

 １８款、繰入金は、収入済額は２億９，６８２万７，０００円で、前年度比１

億７８９万４，０００円、５７．１％の増となります。 

 増額の主な要因としては、財政調整基金繰入金などによるものです。 

 続きまして、１６ページをごらんください。 

 ２１款、町債は、借り入れ額合計は１６億５８０万円で、前年度に比較して６

億６，３４７万２，０００円、７０．４％の増となります。増額の主な要因は、

学校給食センター建設事業及び防災施設等整備事業などによるものです。 

 次に、歳出、１７ページをごらんください。 

 目的別歳出の第７表、目的別歳出決算額の推移をごらんください。 

 構成比で大きいものは、３款、民生費の３２億７，９５１万１，０００円で、

構成比は２８．３％となり、以下、１０款、教育費２６億９，２３６万４，００

０円、２３．３％、２款、総務費１４億８６５万１，０００円、１２．２％、８

款、土木費１３億３，０２９万１，０００円、１１．５％、１２款、公債費１０

億６，２４１万８，０００円、９．２％の順になります。 

 前年度と比較してみますと、教育費は学校給食センター及びプール施設建設事業



－１０－ 

などにより、１３億６，５２２万３，０００円、１０２．９％の増、民生費は木ノ

下児童センター増改築事業などの減により３億８７３万４，０００円、８．６％の

減、消防費は防災行政無線放送施設整備事業などの減により１億６，２９２万５，

０００円、１９．５％の減、公債費が町債償還元金などの減により１億３，３２５

万５，０００円、１１．１％の減となりました。 

 以上で説明を終わります。 

 

山委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、歳入歳出決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入についての質疑を行います。 

 第１款、町税についての質疑を受けます。 

 １５ページから１６ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員 

 

 おはようございます。６番平野です。 

 私は１６ページのところで、町税のところの収入未済額が今年度は５，２７６

万６，６４６円、それからこの中で固定資産が１億２，８２５万６，４２３円あ

るわけで、現年度分が１１億６，８６７万２，３８５円となっているんだけれど

も、今説明見ますと、固定資産がふえているのは住宅の新築等により、償却資産

の増加によって税もふえていますよという説明がありましたけれども、収入未済

というのは要因が、収入未済になっているのか。ここをお聞かせいただきたいと

思います。 

 

山委員長 

 

 税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 平野委員の各質問にお答えいたします。 

 今お話のありました固定資産税の未収額の内容になってくるかと思います。滞

納繰越分につきましては、固定資産ですので、土地、家屋、償却資産ということ

で、企業等が償却資産を保有している部分に対して固定資産かかるものになりま

すけれども、詳細な割合まではこちらで数字をつかまえておりませんけれども、

一つの大きな金額は、例えば町内に企業が入ってきてその企業が倒産等した場合

に、その建物、土地等固定資産があるわけなんですけれども、倒産時に財産等を

精算等して、その売却等がない場合には倒産した会社の名義の固定資産が残って
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しまいます。会社自体がもうないわけなんですけれども、請求先がなくてどうし

ても未収額という形である企業が数社ありますので、そこの部分がどうしても課

税をかけていく。ただし、収納先がない形になりますので、５年を経過した形で

不納欠損という形になっているものが大きなものになります。 

 そのほかには、滞納される方につきましては、固定資産税だけでなくてほかの

税につきましても応分に滞納を繰り越している方々がありますので、家屋または

そういう償却資産におきましても、大規模な企業以外にも個人事業者もあります

ので、そういう部分の積み重ねになってきているところになっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

山委員長 

 

 平野委員。 

平野敏彦委員 

 

 今の説明で、企業倒産によって請求先がなくなったという説明ですけれども、

私はこれ見てまず滞納繰越分が２，３００万円もあるわけで、そうするとことし

の分というのは１億幾らですから、７，３００万円以上の未収になっているわけ

ですね。そうすると、企業倒産と言いますけれども、納入されない場合について

はもう事前にわかるわけですよ。税金が入ってこないわけですから、その時期に。

なぜ入ってこないのかという調査をしていくことによって、企業の経営状況とか

そういうのを把握することによって、例えば競売にかかる前に町で参加すること

によって、税金分は確保されるようになっていると私は思うんですけれども、競

売かかってもですよ、債務者だけが優先してとるわけじゃないんですよ。手続す

れば、税金が先に優先してとれると私は思うんですけれども、ここのところ確認

しておきたいと思いますが、手続をしないからそうなのか。手続をしなくても残

りがなくてというなのか、この辺についても、もう１回詳しく説明いただきたい

と思いますし、個人分だって結局今住宅が予想以上に、私建っていますけれども、

例えばその前ですと５年なら５年、軽減とかそういうのがあって、３年とか軽減

があって、一気に固定資産のもとに戻る率になったときに、納めていないという

人も多数あったという記憶もしていますけれども、この辺個人の分については今

の点、企業についてはさっき話ししたような競売等に参加する手続、そういうも

のがなされたかどうか、この２点お伺いします。 

 

山委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 今のご質問にお答えいたします。 

 済みませんけれども、主要施策の４６ページ、ご参照いただきたいと思います。 
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 平野委員がご指摘の企業倒産等の競売、個人の場合もありますけれども、その

部分のところで裁判所に交付要求をちゃんとしているかという部分の問いにお

答えしたいと思います。主要施策４６ページ、２段、中段２番目に交付要求の状

況という形で２９年度に交付要求した件数等を載せさせていただいております。 

 ここに、内訳、本年度終了の下のところの内訳で配当というところがあります。

交付要求をしている中で２９年につきましては１件だけ、交付要求に対する配当

が来ております。ただし、それ以外のもの、ここは交付要求累計額、一番上にあ

りますけれども１８件、本税にして５，３４０万８、３４４円の交付要求を行っ

ておりますけれども、先ほど言った１件以外はやはり配当がなく終わっていると

いう部分になります。 

 また、競売に関しましては担当職員が官報等を定期的に確認をしながら、また

裁判所から来た通知に応じて交付要求を行っているということで、ご理解いただ

きたいなと思います。 

 個人の建物につきましては、先ほど答弁した中で追加があるんですけれども、

死亡相続後のものも若干あります。要は相続、亡くなった方の建物、土地に対し

て相続をしっかり行っている場合は問題はないんですけれども、相続をしないで

そのままになっているものがあります。それにつきましては、一応家族、子供た

ち、大体相続に値する方々に対して代表の方を定めてくださいということで照会

をかけて、その照会に対しても反応がない場合は連絡等をとりながらしていると

ころですけれども、家族の中にあっては相続放棄される方もありますので、そう

いう部分について若干繰り越しとか未収になる場合もありますので、全部対応で

きているわけではないかと思いますけれども、できるだけのそういう課税、収入、

収納に結びつくよう対応はしているところであります。 

 以上です。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員 

 

 企業の場合で、交付要求１８件あって１件が２８万７，９００円の配当があっ

たということですけれども、今の税務課のスタッフ、そういう部分からいっても、

私は前々から質問していますけれども、対処をするには非常に現行の体制ではな

かなか容易でないと指摘をしているわけで、それもなかなか改善されていないよ

うに見えます。私は今職員の再雇用が継続してやっていますけれども、その再雇

用先がほとんど事務部門ばかりの部署、施設関係、私はそういう人方をこの滞納

に向けて専門的にやらせたほうが、非常に効果が上がるんじゃないかと、私は

前々から思っているんですけれども、全然そういう配慮が見えないなというのが
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一つ、これについては町長から将来これからの再雇用についての見通し、税対策

どういうふうに考えているか町長からお聞きしたいと思います。 

 それからもう１点、今説明があったように、子供が少子化になって遠いほうに

住んでいたりなにかして、土地の相続をして税金を払う、そういうのができない

という人もいるわけです。実際にうちの町内でも何年も放置されているうちが何

軒かあります。見ますと、周りに親戚もいない、子供は遠く県外にいる。これが

空き家になっているし、またいろんな意味で防災、安全対策上もこれからいろん

な問題がはらんでいるわけです。税金だけじゃなくて、税を通していろんな地域

の実態が今浮かび上がってきているわけですから、ぜひこれらの解消をするため

にも、その代表者を定めるように、税務課でやっても決められないというのはや

はり今のような実態があるからですよ。もっと、庁内挙げて対策を講ずべきだと

思いますけれども、この辺もあわせて町長、副町長、１つずつお答えをできれば

と思います。 

 

山委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 大変、厳しい指摘も受けましたけれども、実はこの滞納には専門の徴収員がい

まして、一生懸命頑張っており、私は経験上この職員見たことないくらい頑張る

な、例えば、給料日には給料差し押さえあるいは生命保険の差し押さえ、あるい

は中途解約ですね、本当はそこまでやらなくてもいいようなというところまで厳

しく頑張って、徴収に努めている方もいます。 

 また、今提案のありました再雇用の人たちにもという提案もありますけれど

も、果たして再雇用の人たち、後ろ向きな答弁ではありませんよ。ただ、再雇用

の人たちが果たして現場にいる今の現職よりも徴収能力あるいは活動力がある

かというと、少し難しい部分もあるだろうし、また適任者もいるかもしれません。

そういうことも含めて、これからも来年度に向けて、再雇用の方々でも適任者の

方がいればそちらに配置します。ことしもたしか税務課に１人配置はしているん

ですけれども、仕事の内容まで把握してないので、適任者であればお願いしなけ

ればならないし、やはり人の会話するあるいはそういう財産を押さえるのは苦手

な人もあろうかと思いますので、そういう部分、適性を含めて検討していかなけ

ればならない部分もあるので、それにまた再雇用の職員はあくまでも再雇用です

から、相手から反発を受けた時点でその正職員みたいに反応していいのか、ある

いはやはりおとなしく戻ってくるあるいはそういう部分もあるのかなという気

がしている。 

 まずもって、滞納者の意識を変えていかなければならない部分もあるのかなと
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いう気がしています。 

 少し、話長くなりますし、変な話になります。私、ここに来る前に改良区にも

いたことがあって、改良区の滞納部分はやはり行政にお願いして取れるという規

則があるので、上がってくる滞納者の名簿を見ますと、改良区に滞納しているく

らいの人は、やはり役場にも滞納している。どっちに行っても滞納する習慣とい

うんですか、くせというんですか、そういうものがもうあっているのかなという

気がして、これどうだ、これああだって職員たちに調べさせて、ちょっと無理で

ないですかって、過去に何回も督促しても無理だとかってですね。そういう部分

で不納欠損になる部分が今、年間どれぐらいあるのか。前ですと５，０００万円

近くあったんだけれども、そういういかにして欠損金を減らすかというのは、

我々の課題だし、ただ金がないって言っていないでそういう部分で年間３，００

０万、５，０００万円の金が２，０００万でも３，０００万円でも入ってくれば、

大変財政としては助かるわけですから、今後も今のご指摘、ご忠告に対応できる

ように頑張っていきますので、もう少し様子見ていてください。よろしくお願い

します。 

 

山委員長  副町長。 

 

副町長 

（小向仁生君） 

 前段の収納対策の再雇用の関係については、今町長が申したとおりでございま

して、ただ再雇用に関しては今短時間の勤務ということで、１日を通しているわ

けでない関係上、そしてまた税務課には今２人ほど配置していますけれども、そ

の２人の交代の引き継ぎ等がうまくいっていないかどうかあれですけれども、そ

の辺の兼ね合いもあって、次年度からはできたらそういう部分では再雇用も、短

時間ではなくて１日通算でいて、１つの仕事を係として持ってもらうという仕組

みを今考えておりましたので、そのことが生かされれば税の収納対策にもつなが

っていくのかなという思いがしております。 

 それと、空き家対策なんですけれども、空き家に関しては固定資産税を賦課す

るわけなんですが、賦課する人は兄弟であったり子供であったりとした場合に

は、代表のある方に一応通知は出します。出しますけれども、その方たちが相続

を放棄したということになってくると、そもそも取れる状況にはないということ

から、その放棄に至らない場合に、本来であれば通知を出して税を徴収するとい

うことが一番なんですけれども、なかなかその代表がどなたになるかというのも

一応個人情報の関係からも、町民課で調べ上げてもうまく伝わっていかないとい

うこともありますので、この辺のところは今後また検討材料として検討していか

なきゃないという部分だと思っています。 
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 以上です。 

 

山委員長  続けることができるということです。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  今、前向きな部分もありますけれども、この事例はもうずっと前に十和田市で

退職者をチームを組んで滞納整理に当たって、効果が上げた実績が、私聞いてい

ます。これ見てもわかりますように、収入未済額が１億８，６００万円、例えば

４人編成なり５人編成にしても、これの何％か取れば私はもとはとれると思いま

すよ。やはり、再雇用制度の人数もそこにまとめたら、４時間、４時間、４時間

でやったら、１日以上の人数になるんでないですか。そういう形で、私はやられ

たほうが効果が上がると思いますし、なるほど町の町民も、納めている人から見

ればなるほどという思いもすると思いますし、全然目に見えないのというのが町

民に不信を感じさせる部分だと思いますので、もっと手法、方法、そういうもの

を検討して強力な取り組みをお願いして終わります。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 私から再雇用のことについて答弁させていただきます。 

 先ほど副町長おっしゃったとおり、来年度から少し変えたいと思ってただいま

検討して取り組んでいるというのが確かにあります。今のところ、出先のほうに、

施設にいる方が多く、また先ほど言ったみたいに、簡単に申し上げると３日交代

みたいな形になっていますので、なかなか仕事が責任ある仕事が持てないという

のが課題としてありました。 

 ただ、来年度に向けては、できるだけ課長がいる課の中に入っていただきたい

というのと、持っている知識、経験は非常に課長とか課員に対しても助言するこ

とでかなりの効果が出ると思っておりましたので、そういう形で取り組んでいき

たいと考えております。 

 ただ、税務課のほうにある程度集約してというのは今のところ考えておりませ

んでしたので、ご意見として賜っておきたい、受け取っておきたいと思います。 

 以上になります。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  今、総務課長が言っていることもわかりますけれども、私は今の再雇用の位置
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づけが主査の地位で再雇用の各課に配置になりますけれども、私は余り好ましく

ないなと思うのは担当課長がかわったりなんかして、１年生の場合自分の思いと

かその仕事のやる方向づけ、いろんなものを持って任務に当たると思うんですけ

れども、やはり自分よりも先輩のそういう人がいて適切なアドバイスをいただけ

ればいいと思うんですけれども、相当気を使っているなという思いを私していま

す。もっと、課長の管理職の個性を生かす方向、私は再雇用の方は極力今言った

ような特殊勤務に回していったほうが、かなりのいろんな意味での協力体制、課

長の思いというのは部下にも伝わると私は思いますよ。 

 なんか、位置づけも主査ですから、その下の職員はどっちにも気を使っている。

そういうものを私見ますので、できればまとめて効果を上げるような手段を講じ

たほうがいいと思いますよ。 

 以上、１件だけ申し上げて終わります。 

 

山委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第１款についての質疑を終わります。 

 次に、第２款地方譲与税から第１１款交通安全対策特別交付金までについての

質疑を受けます。 

 １５ページから２０ページまでとなります。質疑ございませんか。 

 川口委員。 

 

川口弘治委員  地方交付税について、お伺いします。きのうからまた交付税が減ってきている

という課長の説明をいただいております。 

 まず、合併した当初から交付税が減るっていうふうに、その根拠ですね。国で

はこういうふうにどうして合併時は交付税が高かったとか、そこのところの説明

をひとつお願いします。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、川口委員にお答えいたします。 

 地方交付税の中でも、普通交付税の合併時からの減額の関係だと思います。合

併算定がえというものでございまして、当然合併しますと旧町複数あったものが

１つの町になりますので、当然財政規模、それから地方交付税算定する場合その

自治体が必要とするもの、基準財政需要額といいますが、その一方で入ってくる
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基準財政収入額、その差額が普通交付税という形で入ってくることになります。 

 当然、２町で計算したほうがその額は大きくなります。ところが、合併いたし

ますと１つの自治体になりますのでその額も小さくなると。国で合併する際に普

通交付税が急に小さくなる、減額されると自治体運営に支障があるだろうという

ことで、激変緩和措置ということで合併算定がえの措置を設けました。予定、合

併前の旧百石町、旧下田町、２町で交付されたものを急激においらせ町１町分で

の計算するものではなくて、数年間をかけて１町分に減らすというものが合併算

定がえの内容でございます。 

 以上です。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  ありがとうございます。 

 国が地方に町村合併を進めていろんな緩和措置を時限立法等で進めて、本来は

こういうふうに交付税についても、あるべき姿として算定されると低くなります

よという、そういう流れの中で合併時から比べると交付税が減ってきている。こ

れはたしか、合併時の特例から１町として見て、現在減っているんですが、５年

とか３年とか、そういう区切りで向こう減りますよという話ではなかったんでし

ょうか。きのうの説明だと７年減少していると聞きました。そこのところは。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 川口委員にお答えいたします。 

 合併算定がえの措置は、平成３１年度まででございます。済みません、ちょっ

と今時期は確認いたします。 

 きのう発言いたしました７年連続というのは、国において国全体の地方交付税

の総額を国税を充当してやっているわけなんですが、国のほうでの予算措置が７

年連続で減るという意味でございます。町の合併算定がえの期間とイコールとい

うことではございません。 

 それから、合併算定がえの期間が、平成３２年度までであります。 

 以上です。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  ありがとうございます。 
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 この交付税の措置は国では総務省でございます。総務省が交付税を算定して配

布しているということです。 

 総務省では、たしか人口将来推計とか日本の地方も、我々の町も２０５０年に

は人口がこうであるという指標も総務省で出しております。ですよね。この交付

税の算定は、たしか非常に算定の基準というのがよくわからないというか、人口

密度も人口も関係していると思っていましたが、そこは間違いないでしょうか。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 川口委員にお答えいたします。 

 人口密度といいますか、各自治体の人口は関係してございます。普通交付税を

算定する際に、基準財政需要額、どれくらい必要かという算定式の中に、人口の

数値も入っておりますので、算定式の中に入っております。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  密度は関係ないんですね。それぞれの町村には面積、まず持っている土地の面

積で、当町においては非常に人口の割合にしては密度が非常に、行政サービス的

に見ても非常に平たんで地形的にも恵まれた、行政サービスには向いているとい

う利点があると思いますが、そう言うものというのは一切、要は何を言いたいか

といいますと、人口は我が町では将来的には減るっていっても、微減していくと

予想されていますけれども、全国的に見て人口、推計で総務省で将来的には各自

治体の人口はこうなりますよというのは当然出ていますけれども、もう一つは自

治体区切りを５，０００人規模と１つの単位として、総務省ではここ二、三年前

でしたか、たしかそういう見方をしていくんだと、要はちょっと詳しくはわから

ないんですが、乱暴に言うと５，０００人に満たない自治体は自治体として認め

ないよという、そういうことを言う専門の人もいましたけれども、人口の減少率、

減少を各自治体、地方が抱えている少子化問題も含めて、将来的にそういう推計

が出ていて、人口減と交付税の見込み予測というのはどのように推計されると思

いますか。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 川口委員にお答えいたします。 

 先ほどの人口密度のお話、人口がその算定式の中にあるというお話をいたしま
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したが、算定式の中に係数というものがございまして、そこには人口密度がかか

わってございますので、人口密度が全く関係するわけでなくて算定式の中に含ま

れているということがありますので、そこは訂正いたします。 

 それから、交付税、国で交付税の配分するわけなんですが、国で将来的なもの

を含めて交付税の計算の考え方であります。もともと、地方交付税というのは国

税で徴収したものを、各地方に配分するものであります。その国税というものも、

所得税であったり法人税であったり酒税であったり消費税であったり、そういっ

た中から地方交付税のほうに配分いたします。毎年度、国で配分する額が決まれ

ば、その配分される中で予算額の中で各地方にそれを再配分いたします。 

 再配分する際は、先ほど地方交付税の算定の概要をちょっとお話しいたしまし

たが、基準財政需要額、各自治体が必要とされる額、それに対して基準財政収入

額、入るもの、その差額がいわゆる財源不足という形で国から地方に配分される

のが普通交付税であります。よって、その年度その年度ごとに、国から配分され

る予算の中で普通交付税が決まりますので、将来的に人口が減少されていくから

その分を加味するとか、そういうものは特段現在の交付税制度の中では入ってご

ざいません。 

 以上でございます。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  大変しつこういようで申しわけございません。 

 それを聞いて一つの、同じ総務省の考え方で地方自治、我々地方を見ていて将

来的に人口も減りますし、余り何ていうんですか、発展的な話ではないです。 

 それから、財源とともに当然自治体として少なくなっていくというのも、これ

もまた将来的には夢のある話ではないです。だけど、地方として人口減を何とか

食いとめて自治体を継続していくため、そのためにはいろんな工夫も必要だし、

国に訴えることも必要だと思います。 

 そこで、今課長がいろんな財政規律をもとにして、非常に国からの指導も受け

て健全に財政規律を守って健全財政を保っていくというの、事務方としてそれは

非常に努力されていることの、今後ともそういうところでご苦労されていると思

いますが、それで町長、副町長、いろんな意味で政治的に判断する政策を進める

ためには、当然財政措置が必要です。そういうものと、今言う財政規律との政治

的な判断、そこのところで将来の町を発展していくという、一つのビジョンみた

いなものを、予算措置になると当然事務方との、また国とのいろんな状況の中で

そういうのもレクチャーを受けて自分の政策、政治判断をしていかなきゃならな
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いと思いますが、そういう持続可能な町をつくっていくんだという公約のもと

で、成田町長に対しては将来も含めて事務方との行政の発展するために、いろん

な意味でのこれからの施策というんですか、どのように、ざっくりなんですか、

考えているかひとつご所見をお願いいたします。 

 

山委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 まずもって、国からもらうものはこちらから要求してそれでというわけにいき

ませんので、まず入ってくることを積算というんですか、予想して堅実な財政運

営しなければならないと感じております。ですから、返せる分の借金はいいんで

すけれども、ちょっと無理だなというのは担当職員方とも相談しながら、余り借

金はしてはいけないし、またきのう平野さんはどんどん使えというご意見もあり

ましたけれども、やはり２万５，０００の町民の方々から指示を受けているので、

自分がいるうちは徹底して使って、大々的に花火打ち上げていいということでな

く、後々町の存続を考えながら財政運営していかなければならないと常々考えて

おるので、やはりもらったもの、入ってくるものから引いた使い方をしていくの

が当然であろうかと思いますので、そういう部分を含めて余り、無駄ということ

はまた語弊があるかもしれませんけれども、できるだけ堅実な財政運営に努めて

いかなければならないので、２９年度ですか、ことしも財政が堅実な交付税措置

考えてくれたもので、今決算時期になっていい部分で余分に予想外に入ってきた

なと思っているか、少ないなと思っているかは別として、剰余金が出たというこ

とで、町民と約束した事業はこれからも実現に向かって進めますけれども、でき

るだけない袖は振れぬという話もあるので、例えば補助金でも事業でも、やはり

今までと同じではないよということも、町民の皆様に理解していただいて、さっ

きも言いましたけれども、継続できる財政運営に努めていきますので、ご支援、

ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  済みません、最後ですので、ちょっと要望的な話で町長にお願いしたいのは、

先ほど税金、人口も関係して国はそうですけれども、そのときそのときによって

経済の動きによって税収が変わってくるんです。やはり、全体の国の経済の動き

で国の税収の動き、経済は生き物でございますので、世界の情勢も絡んできます。

いろんなところの情報どりを判断をして、いいとこどりの我が町に対して政治的
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な判断を施策をしていただければ、何とかその辺、経済を見てその辺も含めてよ

ろしく、今後とも町政の運営をお願いします。 

 

山委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 ただいま、大変ありがたいご意見いただきました。経済の動きを見てというこ

とでありますので、町では１次産業は農業だとうたっておりますけれども、しか

らば固定資産税に限って言いますと、畑は収入が上がっても田んぼは収入が減っ

ているという状況において、ほとんど固定資産税は動きがないわけですね。そう

いう部分で、やはり本来であれば山林とか田んぼとか、今ほとんど収入のない土

地に対しては固定資産税少しでも下げてやるべき、あるいは畑は作付の種類次第

では相当の収入が上がるということで、もしかして少しは上げてもいいのかなと

いう気がしておりますけれども、なかなかそれも所有者にしてみればいじらない

ほうがいいという要望もあろうかと思いますので、そういういろんな部分を勘案

しながら、どうすればいいのか。今までとは同じでないよということも、職員た

ちとも相談しながら、少し検討する時期ではあるのかなという気がしておりま

す。 

 また、昔は本当に土地が宝だったという時代もありましたけれども、今は土地

は迷惑財産に等しいという部分も若い人方の考えにはあるので、そういうことも

含めて経済の動きを見ながら、皆勤め人になってしまえばまた組織、町が成り立

たない部分はあろうかと思いますので、その職業のバランスあるいはいろんな部

分で税金の案分の仕方も、少しずつは変えていく時期ではあるのかなと思ってお

りますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

山委員長  ほかに。なければ進めて、ここで終わらせたいと思いますので、ございません

か。(「休憩」の声あり)なし、じゃあ休憩をします。 

 ここで、１５分間、２５分まで休憩をします。 

 その後で再開しますので、よろしくお願いします。 

 

 （休憩 午前１１時１０分） 

山委員長  再開前に、教育長より報告したい旨申し出がありましたので、これを許します。 

 教育長。 

 

教育長 

（松林義一君） 

 済みません、ちょっと時間をもらいました。 

 今回の北海道の地震に関係して、町内の小学校が修学旅行で出かけております



－２２－ 

ので、その状況をお知らせしておきます。現在、下田小学校が９月５日、６、７、

水、木、金の予定で修学旅行に出かけております。きょう朝の段階では学校から

全員無事でいると、洞爺湖のところにいるという報告をいただいております。お

知らせをしておきます。心配の方もいると思いますので、お知らせさせていただ

きました。 

 なお、百石小学校はやはり北海道へ６、７、８、木金土の予定で出かける計画

でありましたけれども、こういう状況でありますから延期ということで進めてお

ります。 

 それから、小学校はほぼ９月に全校行う予定なんですけれども、木内々小学校

は１２から東京の予定です。ほぼ予定どおり出かけられると思います。ただし、

木ノ下小学校と甲洋小学校は今月末ということで、観光受け入れがどの程度復旧

するか、これからいろいろ連絡をとってそれもやれるかやれないか決めると思い

ます。お知らせしておきます。 

 なお、中学校は全く影響なく東京のほう、３校とも東京に出かける予定になっ

ております。１１月の予定であります。 

 以上であります。 

 

山委員長  ありがとうございました。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 （再開 午前１１時２７分） 

山委員長  ちょっとお願いがありますけれども、質問、答弁は簡潔にお願いしたいと思い

ますので、よろしくご協力お願いします。 

 それでは、平野委員。 

 

平野敏彦委員  私は簡潔にいつも質問していますよ。(「どうぞ簡潔に」の声あり) 

 １９ページの１０款地方交付税のところで、将来見込みについてお伺いしたい

と思います。２９年度決算で見ますと、３５億１，１５３万２，０００円なって

いますけれども、中身は特別交付税が３億７，７００万円、地方交付税で３０億

４，４００万円。これ見ますと、地方交付税で普通交付税で２億４，２００万減

っているわけで、中身を見てみますと基準財政需要額が若干減っていますね。５

３億６，３００万円が昨年は５４億７，１００万円、この収入の基準財政収入額

２５億２１１万３，０００円になって昨年よりも８，２００万円ほど基準財政収

入額がふえています。これは２ページのおいらせ町の主要施策成果にもあります

ように、町税が１億ふえた分基準財政収入額がふえて、交付税もその分減ってい
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るなというのが理解できますけれども、このままでいきますと震災復興特別交付

金も昨年は９，６００万円がことし８，９００万円ということで、約６８０万円

ほど減っていくわけで、このまま推移しますと２億７，０００万円の減額ペース

で、向こうこういう形で減額で進んでいくという見込みになりますか。将来見込

みについてお伺いします。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 将来の見込みについてということで、平野委員にお答えいたします。 

 将来の見込みについては予測でしかございませんが、減っていくものと考えて

ございます。もともとその財源となります国税、国でも地方交付税の総額をずっ

と減じている状況でありますし、その中で地方に再配分される形になりますの

で、よって今後も減っていくものと思われます。 

 以上です。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  課長がさっき説明した中で、交付税の原資というのが国税算定の再配分である

ということですから、その町ではどうしようもないよ、国の経済状況によって配

分する総額が決まるわけですから、ただこの町の収入の状況を見ても、地方交付

税というのは約３０％を占めるようです。３０％を占める、これがだんだん減っ

ていくことによっていろんな自主財源が、一般財源が減ることによっていろんな

部分に影響が出てくると思うわけで、これから給食費の無料化等に取り組むとき

に、１億の一般財源を使う、さらにまた交付税が減る、これは将来いろんな意味

で財政的に問題をはらむ部分じゃないかと私は危惧するわけですけれども、１億

１，０００万円給食費に充当しても財政運営は大丈夫だということ、見通しで多

分進むと思いますけれども、私はちょっと懸念するところが多々ありますし、こ

れらについては副町長、大丈夫だと思いますか。 

 

山委員長  副町長。 

 

副町長 

（小向仁生君） 

 財政を見るときには物事１つ、事業１つだけを捉えるのではなくて、全体的な

ものを見ていかなきゃないと思っております。そういう意味で、財政計画を向こ

う１０年間立てているわけでして、その中で町長の思いというものを、それから

約束事があればそれを履行していくのが、我々事務屋と思っております。そうい
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う意味では、今平野委員が言ったその給食費の１億２，０００万円の金額の捻出

方法については、全体的な財政運営の中で考えていかなきゃないと思っていま

す。確かに、交付税が減っていくということは事実でありますので、そのことも

加味したものの考え方というのを、これから計画の中で立てていかなきゃないと

思っております。 

 以上です。 

 

山委員長  そのほかございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第２款から第１１款までについての質疑を終わります。 

 次に、第１２款分担金及び負担金から第１３款使用料及び手数料についてまで

の質疑を受けます。 

 １９ページから２４ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。なし。いいですか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  決算書の２２ページのところですけれども、確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 土木使用料のところの町営住宅使用料、備考のところに５，５５６万５，８０

０円とありますけれども、この分入っているわけで収入未済額が２２５万５，３

００円、これは例えば生保とかそういうの多分かからないと思うんですけれど

も、一般の方の分ですか。何人分くらいあります。 

 

山委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 滞納者の状況でありますが、こちらに記載しています２２５万５，３００円の

内訳ですが、こちらは１８人となっております。現年度分として１８人で、過年

度分を言いますと２６人、合計で滞納者とすると３０人という形になっていま

す。ただし、２８年度４０人ありましたので、２９年度については粘り強く電話

また、相談などをした結果１０人という形で、減少には努めているということを

報告いたします。 

 

山委員長  よろしいですか。 

 平野委員。 
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平野敏彦委員  トータルで３０人になったということで、昨年までは４０人がそういう形で解

消してきたということですから理解できますけれども、ただ収入未済額が１，７

２７万９，５００万円あるわけで、少なくともこの１，５００万円というのは滞

納繰越になるような気がしますので、鋭意対処に努めていただくように頑張って

ください。 

 以上です。 

 

山委員長  答弁はいいわけですね。 

 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 ご質問の２８年度には、毎年調定額以上現年と滞納額ということで徴収するよ

うに努めております。２８年度につきましては、調定額５、７５１万９，９００

円、これに対して収入済額が５，６７５万８，６００円ということで目標として

いる調定額以上達成できなかったんですが、２９年度につきましては調定額５，

７８２万１，１００円、これに対して収入済額が５，９１９万９，１００円とい

うことで、目標である調定額以上達成したということですので、こういう取り組

みを、今後も継続して調定額以上収入を得るように努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 

山委員長  そのほかございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第１２款から第１３款についてまでの質疑を終わります。 

 次に、第１４款国庫支出金から第１５款県支出金までの質疑を行います。 

 ２３ページから３４ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第１４款から第１５款についてまでの質疑を終わります。 

 次に第１６款財産収入から第２１款町債についてまでの質疑を受けます。 

３３ページか４４ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。なしと。ありますか。２１款町債までについてです。 

 平野委員。 
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平野敏彦委員  私は主要施策の成果のほうでお伺いしたいと思います。 

 １４ページのところですけれども、ふるさと応援基金が昨年の半分になりまし

た。これはいろんな記念品とか返礼品の変更があったのかなという気もします

し、今国では華美な返礼品については制裁を加えるような、競争することに対し

て指導するということで出ていますけれども、うちは指導されなくても半分にな

っているわけですから、この中身、もしわかったら返礼品がこう変わったんだよ

とか、ＰＲの仕方がこう変わって減ったと思いますとか、そういうのがあったら

ひとつお伺いしたいと思いますが。 

 あと一つ、１５ページ、諸収入の内訳のところに自動販売機取り扱い手数料１

２８万２，０００円あります。これは町の公共施設等に町が許可をして設置をし

ている分の収入に当たってだと思いますけれども、収入の仕方というのはどうい

う形で、例えば町民体育館、歴史館はあったかな、いろんなところに、病院とか

そういうのあるわけですから、それらの収納の仕方というのはどうなっている

か、この２点についてお伺いします。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、ふるさと納税の関係でお答えします。 

 私も今朝の新聞は拝見しておりました。全国的にふるさと納税の返礼品の割

合、３割を超えたところについてペナルティーのようなものを科すということ

で、新聞記事で取り上げられておりました。 

 このことにつきましては、今年度春から県を通じまして当町にも照会しており

ました。照会来た当時は３割超えていたもの、若干ではありますが、数点ありま

した。一応３割以内におさめるようにお礼品の見直しをしたところであります。

よって、現時点では全てお礼品は寄附金額の３割以内におさめられておりますの

で、総務省がもしその体制を科すとなった場合もその対象にはならないので大丈

夫かと思っております。 

 それから、ふるさと納税の額が昨年度に比べましてやや半減するということ

で、金額も少なくなって残念なところでございます。この辺の理由等につきまし

ては当課でも分析をしておりまして、全国的にふるさと納税のポータルサイト、

民間でさまざまなサイトを運営して、そちらにお礼品目当てというと失言になり

ますが、全国の方々がふるさと納税のサイトを見て、ポータルサイトを見て自治

体に寄附する仕組みになっております。 

 これまで当町は１社のみだけ昨年度までは１社のみだけでやっておりました。

ほかの自治体等でも減っているところありましたので、状況を聞いてみますとや
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はり１社のみとやっているところも多かったので、２社すればふえるのではない

だろうかということで今年度から２社にふやしてやっているところであります。

今のところ、順調に推移しておりますので、昨年度よりは多い納税額でいくのか

なと思ってございます。 

 以上です。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 先ほど、自動販売機の件がご質問でありましたので本庁舎の場合ということで

ご説明申し上げます。 

 基本的に言いますと、電気料という形になります。メーターがございましてそ

の電気料に対して毎月検針いたしまして、その当月分の電気料に対して単価を掛

けてそれを請求するという形になります。 

 以上になります。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  ふるさと応援寄附金については、今課長の説明ですとほとんどサイトに出して

そっちの頼みだという、反響次第だということのようですけれども、私は例えば

ふるさと応援のふるさと大使とか、そういう方が町にあるわけで、やはりそうい

う人にも応援寄附金の趣旨を理解してもらって、働きかけをしてもらうとか、そ

ういう方法も一つの大事な部分でないかなと、大使の使命も果たしてくれるんじ

ゃないかなという期待をしておりますので、全国ネットの部分だけじゃなくて、

本当にふるさとを思う気持ちを伝えられる方法も検討していただければいいん

じゃないかということで提案しておきます。 

 返礼品の中身が変わったから減ったわけではないのかなと思っていますけれ

ども、この辺もひとつ補足していただければと思います。 

 それから、自動販売機の手数料については、電気料だけということですけれど

も、そうすると借り上げしている業者というのは地元の、設置している人という

のは地元の方になるんですか。どういう中身になっています。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、ふるさと納税の関係でお答えいたします。 

 まず、ふるさと応援寄附金のＰＲの関係ですが、これまでですと東京おいらせ
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会の際には、総会の際にはご案内しておりましたが、今後平野委員のご提案のあ

りましたように、ふるさと大使の方とも年に何回かコミュニケーションとってご

ざいますので、ふるさと応援寄附金のＰＲも機会があればお願いしてみたいなと

思ってございます。 

 それから、減ってきたこととお礼品の関係でございますが、実はふるさと応援

寄附金が始まって以来、年々お礼品の数はふやしてきたりさらには工夫したり、

充実させてきておりますので、お礼品の関係で額が減ってきたとは認識してござ

いません。 

 以上です。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 業者さんというか、本庁舎の場合ですけれども、町内の業者さんの方が行って

おります。 

 以上になります。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員   こういうのって、本庁舎内だけで１００万円も電気料が入るわけじゃないでし

ょう。１２８万２，０００円の、単位が１，０００円だから、１２８万２，００

０円だよね。収入になっているわけですから、これは販売機の設置のいろんな基

準とか定まっているんですか。 

 例えば、これは一般会計ですけれども、病院とかそういうのもありますし、私

多分みなくる館の前にもあったような気がするんだけれども、ほかの施設とかそ

ういう町の施設のところであるものについては、それらも入っているんじゃない

ですか。本庁舎の分だけであと１２８万というのは非常に収入とすればおいしい

部分じゃないですか。ほかのほうでも施設につければもっと収入ふえるんじゃな

いですか。ここ、もっと詳しく説明。 

 

山委員長  分庁サービス課長。 

 

分庁サービス課長 

（松林政彦君） 

 先ほど、総務課長からも説明ありましたとおり、うちの公園等にはかなりの台

数ありまして、電気料でも結構いきます。１カ所だけＷｉ－Ｆｉをつけたところ

については、Ｗｉ－Ｆｉの設置料等いろいろ手数料かかるということで、そこの

場所については一応免除というんだか、差し引きゼロというんだか、相殺してそ
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この分については電気料等は徴収しておりません。場所についてはテニスコー

ト、いちょう公園のテニスコートのところの自動販売機が対象になっています。 

 以上です。 

 

山委員長  病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

 今の平野委員にお答えしますけれども、今の自動販売機の手数料については病

院の医業外収入の中に入っておりまして、業者は５社入っております。１社だけ

電気料で支払いと、あとは売れた本数でのパーセントでの収入となっておりま

す。 

 以上であります。 

 

山委員長  いいですか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  今聞いてみて、病院は現実的なんだと。やはり企業経営を旨としているのかな

と。というのは、例えば缶コーヒーなんかでも１缶たしか４０円以上の差額があ

ると思います。今は１２０円、それから１００円も出ていますけれども、電気料

だけだと、私はこれだけの１２８万２，０００円入るわけですから、病院がやっ

ている電気料が１社、あとは自前であれば相当の収入になると思いますよ、私は。

これをもっと違う方法で、例えば体育館だったら体育館の関連する部分について

は、体育館の再雇用の人に補充させたりすることによって、１人分くらいの人件

費浮いてくると思いますよ。販売機の部分の設置の中身をもうちょっと検討し

て、収入をふやすような方法を考えるべきと思いますけれども、総務課長、思い

つきませんか。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 今、いろいろお話し聞きました。病院の状況というのは今初めて私も知りまし

た。こちらではやはり同じく役場の中でいろいろ取り扱っている部分があります

ので、自動販売機に関してみればどういう取り扱いでどういう集金体制をしてい

るかというのを含めて全体的に調べてその上で検討させていただきたいと思い

ます。 

 以上になります 

 



－３０－ 

山委員長  ほかにございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第１６款から第２１款までについての質疑を終わります。 

 以上で、歳入についての質疑を終わります。 

 ここで、ちょっと早いんですけれども、昼食のため１時３０分まで昼食といた

します。 

 

 （休憩 午前１１時５１分） 

山委員長 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （再開 午後 １時３０分） 

山委員長  次に、歳出についての質疑を受けます。 

 第１款議会費から第２款総務費までについての質疑を受けます。 

 ４７ページから７４ページまでとなります。質疑ございませんか。 

 川口委員。 

 

川口弘治委員   簡潔で質問しますので。 

 ４７ページ。２点ほど。 

 まず１点は４７ページの議会費なんですが、一般会計に対してその施策にある

とおり、議会費は合併当初から多分０．９％の構成比率、こういう推移をしてお

りますが、わかる範囲でよろしいですが、合併後の町村で近隣の町村で議会費が

一般会計に対する比率、当町並みなのか、その比較がわかる範囲でよろしいです

からお知らせください。 

 もう１点は６９ページ、選挙費。 

 いわゆる担当者の時間外、非常に時間外が多くて担当者に選挙になればです、

非常に負担をかけているという状況は、実は私が監査をやっているときからも、

１つの指摘事項というみたいな感じで、特に担当者の時間外労働というのが非常

に過重であるのではないかという危惧される。そこで副町長に、国の進める働き

方改革の今後、はい、副町長に時間外、要は職員の職場環境といいますか、環境

改善に努める、そういう考えとか世間で言われる過重労働に対して、自治体とい

えどこれから職員の職場環境を改善していかなければならない。そういうものが

要求されております。その辺についてのお考えがありましたらよろしくお願いし

ます。 
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山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 川口委員にお答えいたします。 

 １点目の議会費のところ、財政のほうからお答えします。２９年度決算におき

ましては構成比、議会費は０．９％であります。近隣市町村、他市町村との比較

ですが、ここに資料等も持ってきておりませんし、これまでにおいても比較した

ことはございません。申しわけありません。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 まず、私から先に答弁させていただきます。以前にもそのような質問を受けま

して、非常に決算見ていただけばわかるとおり、選挙があるたび担当者の時間外

勤務の手当はかなりの額になっております。 

 それで、私のほうとしてもその対応策として担当者含めて、運がいいことに当

課には現在それを経験した職員が３人いまして、その中でいろいろ話をしている

最中でございます。 

 今、私どものほうとして、今まで責任を感じて１人で負担していたという部分

が、多分課題ではないかなと思いまして、何とかその責任を２人の責任の上で区

分してできないものかというものを、今検討している最中でございますので、ま

だもう少し中身等精査はまだ行っておりませんけれども、今後そのまま幾らかで

も時間外が軽減されることを検討していきたいと思っております。 

 以上であります。 

 

山委員長  副町長。 

 

副町長 

（小向仁生君） 

 私からは選挙にとらわれないで全体的な考え方というか、私の思っていること

を述べたいと思います。 

 まず、労働の対価として賃金が支払われる、これは当然のことでありますので、

時間外をすれば時間外手当を払うべきものと思っておりますし、それは今までも

変わらず払われていると認識しております。ただ、働き方改革が打ち出されまし

て、労働者の労働時間等において大分縮減を図るような、また精神から肉体的な

もの、その疲労までを全部助けるべくそういう法律であると思っております。 

 そういう意味では、限られた人数の中でそれぞれが事務事業をこなしていくに

当たっては、無理のないようなそういう作業、事務事業等を進めていただくべく、

それぞれの課において事務分担の事務量の配分を適正に行ってやっていくとい



－３２－ 

うことで、これからも進めていかなきゃないと思っております。 

 ただ、どうしても恒常的に時間外が発生するというようであれば、やはり働き

方部分を、何がしかの検討を加えていかなければならないんだなと思っておりま

すし、ただイベント的なもので突発的に出たものとか、そういうものに関しては

これはもういたし方ないのかなと思っております。 

 以上です。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 先ほど、議会費の構成等につきまして資料を持ち得ないお話ししておりました

が、手元の資料がありましたので、お答えいたします。 

 県内の町の中での状態、状況でございますが、平均で１．３％であります。一

番大きいところで２．８％、一番低いところで０．９％ということになってござ

います。 

 以上です。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  済みません。突然な質問で財政課長には申しわけございませんが、何を言いた

いかといいますと、我が町では合併当初から議員数半減という大きな、県内町村

では多分我が町だけだったと思います。それは何かというと財政を考えた合併、

国の指導によって行財政改革の一環として、議会がそのような形で推移をして一

つのアピールとしてもっと議会が財政健全に寄与しているんだと、合併後十数年

たって、そういうところも、我々議会も頑張っているよという話をしたくてです

ね。 

 実際はおっしゃるとおり、大体２％が平均的な、国県または市部でも大体そう

いう推移だと思います。内容が市部と町村ではまた違いますので、さまざまなか

かる経費というのは一律には比較はできないと思います。ただ、そういうふうに

議会費の構成比を見ても、行政に寄与しているという、財政計画に寄与したとい

う部分のところを、ちょっとＰＲしたくてお話しさせてもらいました。 

 働き方改革、やはり国がどんどん、社会現象がさまざまな問題で制度が、法律

も労基法に至っても変わっていく、そういう流れの中で副町長さんには我が町で

も優秀な職員のスタッフの職場の環境を確保するという意味でも、いろんな意味

でのプラス思考で改善をして、スタッフともどもチーム一丸となってこの町、町

民のために行政をしていただく、そのためにもいろんな世の中の流れを従来にと
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らわれない、また要求されますので、きちんと考え、その年に合って改善をして、

職場環境を確保していただきたいと思います。答弁はよろしいです。 

 終わります。 

 

山委員長  答弁はいいですか。 

 澤上 訓委員。 

 

澤上 訓委員  私からは３点ほど質問させていただきます。 

 おいらせ町決算報告書の主要施策の成果の中から。 

 まず１点は、２２ページから２５ページまでの職員研修についてなんですが、

やはり町民サービスの根幹ということになりますと、職員の資質を向上させるこ

とであると思っているものでございます。その研修で、受講者数等が上げられて

いますけれども、当初掲げた目標値に対してどういう結果となっているのか。そ

れについての評価をまず第１点。 

 それから、２８ページの職員健康診断の実施状況についてということで、ここ

の受診者数も上がっておりますけれども、職員は町の宝であると思っておりま

す。その健康管理ということは、非常に大事なことではないかと思っております。

この受診者数の数と職員数との中で何％、診断の受診が行われているのか。その

点をお聞きしたいと思います。 

 それから、３点目ですけれども、３０ページの広報発行事業モニター制度につ

いてお伺いします。モニター会議等が開かれていますけれども、この中でいろん

な委員の方々の意見や提言をいただいていると思いますが、その内容はどのよう

なものなのか教えていただきたいなと思っております。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 まず、研修になります。目標と評価という形になりますけれども、全体的に見

て幾ら、このぐらいの活動、研修しましょうと、それに対してどのような形で達

成しましたという形のものとして、数値的に出しているものは正直言ってござい

ません。ただ、小さい分野でお話しいたしますと、職員を対象して庁舎とか出先

の施設なんかで行っている研修に関しては、その都度アンケートをとっておりま

す。そのアンケートによって、研修内容等の充実を図るような形で行っておりま

すので、ここの部分として見れば１個１個の内容として見れば評価しながら行っ

ている形になります。 

 あと、県内県外の研修等もございますけれども、こちらのほう、専門的に研修
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を受けている方というのは、評価ではございませんけれども、やはり職場にその

知識を還元させるために、人事配置等では少し考慮しているのは現実でございま

す。なるべく、その知識を課に生かしていただきたいという形で行っているもの

です。 

 これからになるかと思いますけれども、少し数字的に見えてくるのかなと思っ

ているのが、３０年度から我々職員は人事評価を行っております。その項目の中

に研修に対して意欲的に受講していただくよう、調査の項目、評価の項目をつけ

ましたので、それで積極的な受講を促していきたいと、また職員に対しても一生

懸命研修を受けて、よりスキルをアップしていただきたいと思っております。そ

この部分として、評価としては今後は人事評価を見ながら、幾らか数字的なもの

が見えてくるのかなという気がしております。 

 健診の受診率なんですが、１００％になっております。全員受診をしておりま

す。 

 次に、モニター関係なんですが、モニターに関してみればいろいろ意見はいた

だいておりましたけれども、実施したものの中の主なものだけをお知らせしま

す。 

 まず、１つ意見として、サークルや団体などを紹介するコーナーをつくっては

という意見をいただきまして、それで広報の中においらせコミュニティー掲示板

というコーナーを設置しております。中には中高生からの意見も欲しいというこ

とで今モニターに百石高校から高校生モニターとして参加していただいていま

すし、その高校生による取材記事というのを広報の中で２９年度は２回実施しま

して、ことしも最低１回以上は行いたいなと思ってやっています。 

 もう一つ、これは関連するんですけれども、ＳＮＳを活用した情報発信をした

らと、ツイッターとかインスタグラムを活用はというご意見等がございましてフ

ェイスブックの開設を２８年９月に、３０年７月にツイッターのアカウントを開

設しておりますので、これでまた幅広く皆さんに町のことを興味を持っていただ

ければと思っています。 

 そのほか、いろいろございますけれども、主なものとしてご答弁したいと思い

ます。 

 以上になります。 

 

山委員長  澤上 訓委員。 

 

澤上 訓委員  大変よくわかりました。まず、研修等についてはそれぞれ意欲的に取り組んで

いただいているということで、県外研修とかいろいろあると思うんですけれど
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も、どんどんこれはできる限り、予算の範囲でやるべきだなとは思っております

し、研修後の復命、それら等を恐らくごらんになっていると思うんですけれども、

その復命に対してこれだけの成果が出てきているのかなという、何か評価できる

部分があるんであれば、それをお答えいただければと思います。 

 それから、健診は１００％というので安心しました。例えば、健診受けてみて

大丈夫ですよという人はいないんじゃないかなという気もするんですけれども、

やはり中には再検というものをいただいている方もいらっしゃると思います。再

検通知をいただいた方は、全員きちんと再検しているのかどうか。その辺のとこ

ろの指導の仕方というか、そういうの、どうやっているのかお伺いします。 

 モニターは、結構ご意見を取り入れようということでやっているみたいで、非

常にいいことだなと。団体コーナーというのは意見を取り入れたということです

よね。今後もさらに１年１年、いろんな新しい取り組み等広報に生かしていくだ

ろうと思っておりますので、私も議会の広報委員やっているので、参考にしたい

ものだなと思っていましたので、その辺のところもお聞きしたかったなと思って

いました。お願いします。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 復命書につきましては、確かに所属長の復命の中に意見が、所感をつけ加えら

れて提出されます。また、県外に行った研修を受けたものに関してみれば、所属

長のみならず、副町長もその分意見も入れて行っておりますので、そのような意

見等が逆に研修を受ける方の職員に対して励みになればと思っております。 

 続きまして、健診ですけれども、確かに健診の受診率は１００％です。申しわ

けありません。パーセンテージで申しわけございませんけれども、再受診の対象

者は町職員のうちに再受診の対象者は、対象者自体が、ちょっとお待ちください、

再受診の対象者はそのうちの４２．５％になります。さらに、それでまた改めて

精密検査を行ったり、病院でそれを調べてもらった方というのはそのうちの３

５％ですので、そこのところが非常にある程度健診で引っかかった部分に関し

て、その後の部分というのがなかなか大きい数字に上がってこないというのが若

干悩みの種です。 

 ですから、私どもでは再受診の対象者、精検者なんですけれども、そちらにつ

いては衛生管理者から受診勧告を行っていますが、なかなか高くならないという

現実もございますので、今安全衛生委員会でもどのようにやったらいいかという

のを検討しているところでございます。まだ結果を出すまでには少しお時間がか

かるかと思っております。 
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 以上になります。 

 あと、それから先ほど言ったのは、確かに広報モニターで意見がありまして、

コミュニティー掲示板という形で、そちらにほかのサークルから来たものを上げ

るような形をとっておりますので、そのような形でモニターの意見というものを

今後広報に取り入れていくことによって、逆に私どもが気がつかない部分が逆に

拡充されているものと思っております。 

 以上になります。 

 

山委員長  副町長。 

 

副町長 

（小向仁生君） 

 ただいま総務課長から県外の研修に関しての復命は副町長が目を通している

ということなので、その部分に関してお答えしたいと思います。 

 復命を受けますと必ず所属長、そしてまた先ほど言いました県外の分について

は、私のコメントを書いてそして本人に返す形をとっておりますので、私のコメ

ントそのものは研修者にも伝わっていると思います。 

 研修に行ってきますと、やはり皆さんは意欲的に研修を今後の仕事に生かした

いという思いが強くありますので、それらを含めて先ほど言いましたように、人

事異動の中でそれが生かせるようなそういう仕組みづくりを今後考えていけれ

ばいいのかなと思っております。 

 以上です。 

 

山委員長   澤上 訓委員。 

 

澤上 訓委員  大変わかりました。ぜひ、職員のモチベーションを落とさないように、そうい

う意味で研修の成果を出せる場を与えてやってほしいものだなと思っています。 

 一つ気になったのが、５％の再検査の中の三十何％が受けていないという話で

すけれども、確かに自分が実際に痛みが伴ってああ、どうもなんね、もうこれ病

院に行かないとかという状態にならなければ人間というのは、何もこのぐらいは

みたいな気持ちで動いてしまうのが人間じゃないかなと思います。 

 私も今になって非常にやはり健診の大切さということと、血管関係のものとい

うのは後々、年とってから押し寄せてくるものがいっぱいありますので、その辺

のところ何とか職員に理解させて、健康管理を十分にできるような形で、町民サ

ービスをしっかりとやっていただけるようによろしくお願いしたいと思います。 

 

山委員長  総務課長。 
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総務課長 

（泉山裕一君） 

 健診に関してみれば一つだけ申しわけございません、訂正をお願いしたいと思

います。先ほど再受診の対象者は４２．５％と言いましたけれども、それは２８

年度の結果でして、２９年度は３８％になっております。そこだけ訂正させてい

ただきます。 

 以上になります。 

 

山委員長  よろしいですか。そのほかありませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  私も主要施策成果のほうで１つ質問させていただきますけれども、澤上委員が

質問いたしました職員研修のところについて、再度お伺いいたします。 

 その研修については。自主研修それから職場内研修そしてまた職場外研修とい

う形で仕分けをしてございますけれども、職場外の研修の受講者というのは全体

から見て非常に少ないんじゃないかと私見ています。議会の場合でも、全国研修

がありまして私も研修に参加させてもらっていますけれども、いろんな意味で他

県の自治体の議員の方と交流することによっていろんな情報が得られ、そしてま

た自分の地域に比較してどういうものが改善しなければならないとか、そういう

ものが見えてくるわけでありますけれども、この数で全体の数で割ってみれば、

何％のパーセンテージで出てくるかなというぐらいのしか研修生がいないわけ

で、私だったらちょっとこれは本当に問題だなという気がします。職員が研修に

行く意欲がないのか、業務が忙しくて出られないのか、この辺の分析はどうなっ

ているのか、まず第１点お伺いしたいと思います。 

 それから、職員健診のところでも確認しようかと思ったら、澤上委員が質問し

ましたので、私は全体的にこの３５歳以上の役職員、一般職、それから４０歳以

上の職員というのは、この実際の全体の中で幾らパーセントを占めているのか。

それから生活習慣予防健診、これ見ますと受診者が４２人になっていますけれど

も、本来もっと生活習慣予防の場合は数があってもいいんじゃないかと思いがあ

りますし、役場でも疾病の部分については一般町民にもいろんな受診の呼びかけ

をしているわけで、職員の受診の率が本当にこの数で行政が町民に勧めているパ

ーセンテージも上回っているのか、この点についてもぜひお伺いしたいと思いま

す。 

 それから、４３ページなんですが、定住促進対策について、婚活イベントの実

行委員会補助金があります。イベント開催４回、延べ参加者１５８名とあります

けれども、この４回開催して男が８５名、女７３名、この結果というのはどうい
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う形、カップルが誕生したのか、結婚までつなげていったのか、この中身につい

てお聞かせをいただきたいと思います。 

 もう一つは、町長の行動している部分で漁業者、農業者と語る会の人数見まし

たら８名になっていたので、ページの確認しますけれども、主催者が７人いて、

参加者が８人ということでこの中にあるので、こういうので町長よしとしている

のかなという思いがあるんですけれども、ここの部分担当するところで確認して

お答えいただきたいと思います。 

 

山委員長  答弁願います。 

 総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 まず、研修なんですが、忙しいのか意欲がないのかという部分なんですが、大

変申しわけございません。細かい形でそこまで踏み入ったことを調べたことがな

いのが現実でございます。多分、忙しいのもあるかもしれませんし、行きたくな

いなと思っている方もいるかもしれませんけれども、そういうことも今回いろい

ろ考えた末、３０年度からの人事評価に研修という項目を加えたというのも、こ

のような背景があるものだと思っております。 

 続きまして、健診なんですけれども、基本的に健診は全員受けておりますので、

職員全員が受けております。ただし、生活習慣病の予防接種というのがある程度

全員受けているのかどうなのか、３５歳以上という話になりますけれども、こち

ら今は手持ちの資料がございませんので、後刻確認した上で説明をしたいと思い

ます。 

 ３つ目なんですが、多分３１ページの「町長とかだるべや」の部分の３カ所の

ことではないかと思いますので、そちらは総務課が担当になっております。少々

お待ちください。出席者に関してみれば全部で８名になっております。そのとき

は団体名が４つ、生活改善グループとウイングとビックウーマン（農山漁村女性

リーダー）と百石町漁港という形で参加をしていただいておりますので、主に役

職の方が来ているような形になっていますので、こちらの団体代表２名という形

で行っておりますので、この人数になっております。 

 以上になります 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 ４３ページの婚活イベントのところのご質問についてお答えいたします。 

 カップルの成立でありますが、４回分合わせまして１９組となってございま
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す。結婚成立のところまでは把握してございません。 

 以上です。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  研修については、本当に現状分析といったものがなされていないというのは残

念です。少なくとも県外研修の人員見たら、本当にこれでいいのかというような、

議会の議員ほうが比率が高いですよ、県外研修の場合は。職員がもっといろんな

意味で意欲を示していないというのも、ちゃんと分析する必要があるんじゃない

ですか。そういうのをもって研修受けてから人事評価に入れるのはいいんですけ

れども、何で受けないのに３０年度に人事評価を、研修を加えるというのは私は

ちょっと意味がわからないなという思いがします。 

 これから３１年度からことし１年実績を踏まえて入れますよというのであれ

ば、私はわかると思いますけれども、いきなりこういう形で取り組みすることに

なったって、各課の事業、いろんな意味で調整が必要な課もあるわけですから、

これは私今の総務課長の言っている意味はよく理解できません。もう１回各課の

中身、そういうものもちゃんと把握した上で採用するというのか説明いただきた

いと思います。 

 ３１ページの「町長とかだるべや」のところですけれども、これは代表者とい

うことで８人ということですけれども、町長が出席して、じかにそうすれば町側

が行って６人、１対１で話ししたような形で捉えていますけれども、これでいい

のかなというような。もう少し代表者を補佐できるぐらいの人数を集めて、せっ

かく町長が行ったわけですから、いろんな思いを語り合ったほうがより効果が出

るんじゃないかなという思いで確認しました。 

 それから、婚活イベント、１９組のカップルが誕生したというのまで確認した

ということですけれども、年齢的に対象年齢が最高が４０歳だったかな、上限あ

ったと思うんですけれども、上限の中でカップルが誕生したということは前に進

んでいると思うんですけれども、もうイベントをやらなければ後のフォローはし

ないということですか。例えばこのイベントで結婚したら町長から記念品やると

か、そういうアイデアもないんですか。ここのところもう１回お願いします。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 婚活イベントの関係についてお答えします。 

 平野委員おっしゃるとおり、カップル成立した後の結婚するか、しないかのあ
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たりまで追跡フォロー等できれば、このイベントそのものの成果のところまで、

しっかりしたものが把握できるようなところもありますが、ただいかんせん結婚

するしないはかなりプライバシーのところもございますし、イベント終わった後

まで追跡されるとまた本人たちにも嫌な部分もあろうかと思います。非常に微妙

な敏感なところであります。カップル成立であればイベントしたときの結果でわ

かりますので、これまでもその状況で把握していたものでございます。 

 例えば、先ほど提案のあった結婚すれば町長から何かというのも、アイデアと

して受けとめさせていただきたいと思っています。以上です。 

 もう１点つけ加えさせていただければ、婚活イベントの際、そこでカップル成

立いたしますと、町長からちゃんとその場でイベントのセレモニーとしてカップ

ルした人たちに記念品等差し上げているところであります。 

 以上です。 

 

山委員長  総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 まず、研修なんですけれども、確かに人事評価もう始まっておりますし、そこ

に項目があるのは現実でございます。それを調査した上でやったのかという形に

なりますと、私の方ではそのような形のものという記録はしていませんので、定

かなことは言えないのが現実です。確かに、そういうものを分析した上でより拍

車をかけて研修に臨んでいただくためというのであれば、分析も必要だったのか

という気はいたします。 

 ただ、いろんなこちらでも研修に参加していただけるよう仕事が忙しいのはあ

る程度考慮して、２日間に分けてやるなり午前午後で分けるなりして、いろいろ

こちらも配慮して行っていますけれども、どうしてもそこの日にち、時間帯に参

加できないというのも現実にあろうかと思います。確かに、今研修の参加率が足

りないというものに関しては、今後の課題として受けとめさせていただきたいな

と思っております。 

 次に、各団体との町長とかだるべやという形の中で、もう少し参加者がという

のがございます。今現在、確かに中学校と語る１５の春というのも行っておりま

すけれども、そういう１５の春に関しても少し見直しが必要なのではないかとい

うことで、町長とも、１５の春は教育長も含めていろいろお話を、今回の実情を

見てさせていただいています。今後も、町長とかだるべやも行われると思います

けれども、今回実情を把握して少し直すべきところは直しながら、こういう公共

事業を行っていきたいと考えておりますので、いま一度状況のところを私も把握

したいなという気持ちがございます。 
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 健診のところなんですけれども、先ほど生活習慣健診のことを後刻とお話しま

したけれども、今若干資料がありましたので、生活習慣病の健診というのは社保

の健診になっております。こちらの受けない方々は、今度は特定健診とかのドッ

クでカバーしておりますので、結果的には全員受けております。 

 以上になります。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  課長が言っているのは、私が言っているのは職場外研修でできれば県外研修、

市町村アカデミーとか国際文化アカデミーの参加者をふやすべきだということ

ですよ。やはり職場の中でやるのも大事ですけれども、もっと広い意味での交流

をさせる、視野を広げる、そういう意味ではこの全国研修に数多く参加すること

によって、職員のモチベーションも変わるし、意識も高まってくると思うんです

よ。そういうものが各担当課から各課長に趣旨徹底することによって、参加者が

ふえていくと思いますけれども、意欲がないのかそういう職員がいるということ

自体も、私は問題なんだということでもっと積極的に町長からも働きかけをし

て、職員に研修の機会を積極的に出なさいと指示をしたほうがいいと思います

が、町長、どうです。 

 

山委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 ごもっともだという気がしています。実は、４年間ブランクがありまして、こ

こに戻ってきて一番先に気がついたことが、規律が乱れたなと思いがしていまし

た。機会あるごとに挨拶の中でも話ししていたんですが、たばこのむ時間ちゃん

と決められているんだったら、その時間内にのみなさいということですね。それ

を指摘しましたら、今はちゃんと守るようになりましたし、また何というんです

か、ひげそらないで来て不精ひげで来る職員もいました。あるいは髪そろえない

で来ているのもあったし、作業ズボン履いてくるとベルトもしないで来ているの

もある。課長方にもそれはなかべ、ないでしょう、あんた方注意できないのか、

俺のところ決裁来るまで気がつかないのかということで、大変厳しいと言われる

かもしれませんけれども、私の思いで言えば普通なことをしてもらいたいなとい

うことで指摘している部分はあります。 

 それと同じで今県外研修見ますと、行く人が２回、３回行って行かない人は全

く行っていない。それが実情です。ですから、私は報告書も全部副町長、課長担

当者の後の復命というんですか、報告書読んでいます。ああ、この人は行ってき
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たかいがあるなという感想を述べています。ですから、行きたくないのか行かな

いのかそういう部分、１人の人が２回も３回も行っているわけですから、仕事が

忙しいという理由には、私はならないと思っています。これから行っていない人

にはぜひはっぱをかけていただくように、各課長にお願いしますので、よろしく

お願いします。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  今の答弁を聞いて、やはり視点をぴしっと、いいもので職員を見ているなとい

う感じと、やはり私らもそうですけれども、県外研修については町長が言う、外

へ出して磨くという思いが伝わってきました。積極的に取り組みをされるように

期待をしております。 

 終わります。 

 

山委員長  ほかにございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第１款から第２款までについての質疑を終わります。 

 次に、第３款民生費から第４款衛生費までについての質疑を受けます。 

 ７３ページから９６ページまでとなります。 

 質疑ございますか。 

 松林委員。 

 

松林義光委員  ７６ページに町社会福祉協議会補助金４，４００万円余り、交付、補助金を出

しております。そこで、社協で何年前か私忘れましたけれども、使い込みの不祥

事が出ておりました。何年前だったのか。そしてこの件は現在解決しているかど

うかお伺いいたします。今のところ、何款。(「３款、４款」の声あり) 

 それから、９０ページ、資源集団回収事業奨励金を３００万円余り交付してお

りますけれども、その受け取っている町内会は何町内会か。それと、子供会が何

団体なのかお伺いいたします。 

 それで、この資源ごみ、もし町内会、子供会が回収しないとしたときに２９年

度に支払っている十和田地区のじんかい処理負担金、１億４，０００万円ぐらい

払っていますけれども、その資源ごみを回収することによってどのくらい町側の

負担が減るのか。減るとすればどのくらいの金額になるのか２９年度で結構であ

ります。お願いします。 
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山委員長  介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 お答えいたします。 

 使途不明金の関係ですけれども、平成２４年５月に使途不明金が発覚しまし

た。総額が２，１３３万９，８０６円、これに対して相続人の和解金ということ

で１，０８５万８，５３０円となります。その残りが福祉協議会の職員、また役

員等で負担協力金として集めるということになったものです。 

 現在ですけれども、１，０６８万７，２４６円のうち補塡がされた分が１，０

４８万１，２７６円となっております。残金が２０万５，９７０円で２名分にな

ります。２名分のうち、１名分の１０万５，９７０円は３１年１月に納付の予定

ということで聞いております。その残りの１０万円、１名分についてはいつとい

うことは申し上げられないということで伺っております。 

 以上です。 

 

山委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 ２つ目の質問についてお答えをいたします。 

 まずは、資源回収奨励金の活動をしている団体の数ということでございます

が、平成２９年度におきましては町内会が２３団体、子供会が１０団体、保育園

とか幼稚園の父母の会が２団体、その他の団体で１団体ということで、トータル

で３６団体が活動をしていただきました。また、こちら奨励金につきましては、

回収したごみ１キロ当たり１０円ということで換算をして、奨励金をお支払いを

しております。ということで、１トンに換算いたしますと１万円という金額にな

ります。 

 ２９年度では３２９．１トンの回収量でございまして、こちらをもし集団回収

がなければ、この分の３２１トンのごみが単純に言えば広域に搬入されるという

ことになるわけでございますけれども、十和田広域の負担金につきましては十和

田広域の負担金条例というところに規定がありまして、その廃棄物の収集運搬に

関する経費の市町村ごとの搬入量によって案分するということで、規定をされて

おります。 

 負担金として支払っている額とごみの搬入量について割りかえをしてみまし

たところ、１トン当たり２万円ということで負担金を支払っているという計算に

なりますので、もし集団回収奨励金の事業をやっていなければ３２１．２トンに

ついてそのまま搬入されるということになりますので、大体６４２万４，０００
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円の負担金が増額になるという計算になります。 

 以上でございます。 

 

山委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  社協の不祥事の件ですけれども、６年前に発生しております。中にはこの返済、

現在の事務局長、車１台買うくらい返済したという話も伺っております。残り２

名ですから、職員の方々はほとんど私は返済したと思っております。恐らく、こ

の残った２名、役員だと思います。元の役員だと思います。 

 そして、私は当時町内会長やっておりました。緑ケ丘町内会にあっては班長を

説得できませんから２年間協力しませんと、私は言いました。２年間協力しませ

んでした。そして、会長やめて現在の柏﨑会長、遠藤事務局長を班長会議に来て

もらいまして、解決しましたかと聞きましたら、解決しましたとはっきり言いま

した。そこで私は、では今年度から社協に協力したらどうですかと、会長さんと

いうことで現在協力をしております。 

 だまされたような気がします。いずれにしても多額の町からの、ほとんどが人

件費かもしれません。補助金を出しているんです。不祥事を起こした元役員の

方々が責任をとらない、１０万円か２０万円かわかりませんけれども、町民をだ

ましているんです。緑ケ丘町内会にあっても、もう解決したと思っている会員が

いっぱいいます。おかしいですよ。３１年１月には納付する、前々からそのよう

な話を伺っております。町としても厳しく、議会でも取り上げます。早く解決し

てくださいと、しなければだめだよと、そのくらいやはり強い口調で私は言うべ

きであると思います。社協の会費１，０００円、毎年皆さんが協力しております。

だけれども、前の役員は責任をとっておりません。 

 どうですか、副町長。今私の言っていることがどうなのか。町でも強く言えな

いのか。お伺いいたします。 

 それから、資源ごみ、これはそこに座っている成田町長が１キロ５円から１０

円に単価をアップしました。その結果、三百何万になっておりますけれども、一

例といたしまして緑ケ丘町内会、もう１０年ぐらい前からその事業始めておりま

す。その当時から寺下運輸から入ってくるお金と役場から交付される奨励金、合

わせて約６０万円、毎年のように町内会に入ってきております。その金で、ごみ

箱を緑のごみ箱に８割方更新いたしました。そして、町内会のバス旅行も毎年行

っております。町内会も潤っております。元気になっております。 

 私はこれは成田町長のすばらしい政策だなと思っております。１キロ１０円に

しても青葉町は７０万円を超えております。若葉町も７０万円近く交付されてお
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ります。古間木山地区の町内会は全部潤っております。やはり、この政策は続け

るべきであると私は思います。 

 担当課長、これは２３団体、そして子供会が１０ですか、保育園が２団体、３

６団体が行っている、こういうすばらしい政策は積極的に続けるべきであると、

行政推進会議でもまだ行っていない町内会にあっては、このような魅力があるん

ですよ、どうですかと、広報でも結構であります。こういうＰＲをどのように考

えているのか。ＰＲをすべきであると私は思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

山委員長  副町長。 

 

副町長 

（小向仁生君） 

 まず、１点目、初めのほうの質問にお答えします。 

 先ほど、使途不明金の補塡に関しては、先ほど課長が言いましたように２０万

５，９７０円の残ということで、そのうち１０万５，９７０円は職員が来る１月

３１日までに支払うと、残りの１０万円については今調べましたら役員というこ

とですので、この役員に関しては私も一緒に入りまして社協の事務局長といま一

度確認をしてみたいと思います。 

 以上です。 

 

山委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 委員ご指摘のとおり、この事業がもっと活発になることによって、広域に対す

る負担金が減っていくという仕組みになってございますので、もっとＰＲをして

活動が活発になるようにということで努めていきたいと思います。 

 ＰＲ方法につきましては、毎年４月に開催している行政推進会議において制

度、内容を説明をしておりますし、また子供会の総会において担当者が総会に出

向きましてこの制度について説明をしております。ただ、いかんせん、子供会の

団体そのものが減ってきているという状況がございまして、５年間の活動してい

る団体を比較いたしますと、子供会については５団体減ってきているということ

もございますので、今後ともＰＲ等活発にしていきながら奨励事業を、回収事業

をもっと活発になるように努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

山委員長  松林委員。 
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松林義光委員  大変、失礼しました。介護福祉課長ですか。私はてっきり役員かと思いました

けれども、その中に職員が１名含まれているそうで、職員の場合は生活がかかっ

ていますから、そこまで私は無理させられないと思います。 

 ただ、問題は残っている１名、これただの人ではないんです。私が把握してい

る限りでは当然責任をとるべき立場にある人ですから、今日まで私は議会でも言

わなかったんですけれども、６年たってもまだその責任をとらない、本当に理解

に苦しむところでございます。 

 それから、ごみのほう、町内会、今５７ですか、５８ですか、存在されている

のは。ですから、まだ２３団体、それ無理ということはできないと思います。こ

ういうことでメリットがありますよということで、町内会が１でも２でもふえて

くれればいいなと、私はそう思って今発言しておりますので、以上でお願いをし

たいと思います。答弁は結構であります。 

 

山委員長  ほかにございませんか。どうしよう。平野委員、ちょっと申しわけないんです

けれども、時間ですので、ここで１５分間休憩をとってその後また質問を受けた

いと思いますので、よろしくお願いします。４５分までお願いします。 

 

 （休憩 午後２時２９分） 

山委員長 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

 （再開 午後２時４５分） 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  私は、主要施策の成果のほうから質問させていただきます。 

 ５５ページ、３目高齢者福祉費の介護福祉課のところで委託料、敬老会開催委

託料が３６４万１，０００円あります。この４１地区、４９町内、参加者１，１

９１人とありますけれども、私二川目ですけれども、その町内会で先般敬老会を

開催しました。実際に参加者は半分に届いていません。自分たちで送迎をしなが

ら参加を呼びかけてきたところでありますけれども、他の地区の参加状況とかそ

ういうものがあったらお知らせをいただきたいのが１つ。 

 それと、補助金についてですけれども、夏場ですから飲み物等も１人２本から

３本準備しなければなりません。そうすると飲み物だけでも３００円近くかかる

わけで、そのほかに私たち役員、町内会の報酬の中から敬老会のまんじゅうとし

て独自に配っております。そしてまた、お酒１本、そして弁当、そういう形で進

めておりますけれども、他の地域で大体１人当たりどれぐらいの予算でやってい



－４７－ 

るのか、それも教えていただければと思います。いろんな余興に要する経費も、

ほとんどボランティアでやってもらっておりますけれども、そのネタがだんだん

なくなってくるんですよ。同じことばかり。そうすると、参加するほうはまたか

という形になりますし、そうかといってそれだけの予算をとるというのもなかな

か容易でない部分があります。そういう意味では、ひとつ地域の部分も過渡期に

なっているのかなという感じをしております。もうちょっと中身的に予算的にも

上積みが可能かどうか、これらについてもお伺いしたいと思います。 

 それから、６２ページの衛生費の予防費の件ですけれども、予防接種の接種率

が高齢者になれば４９．４、インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌ですか、４２．

３という形で、非常にパーセントの高いのもありますけれども、低い。 

 今、高齢者ではやっているというか、はしかですか、そういうのが異常に発生

しているというのが、この前テレビ等でもやっていましたけれども、それが１万

円かかるような形でテレビで話ししていました。ぜひ、そういうものの助成措置

というのはないのか、高齢者、年金受給者で１万円も予防接種に金をかけるとい

うのは容易でないなという思いもあります。ですから、このような接種率も低い

のかなという思いもありますので、この現実にどういう形で、なぜ低いのか。こ

れらについてもぜひ説明いただきたいと思います。 

 それから、その隣の６３ページのところですけれども、資源回収についてはう

ちの町内もやっておりますけれども、いろいろな形で分類しているわけで、回収

するほうではいろんな単価的な部分じゃなくて、回収する条件をつけてきており

ます。例えば、今までですと袋に入れてやればいいものを、今度はフレコンパッ

クに１回にいっぱい集めなさいとか、いろんな形でやっていまして、回収する、

出す側に負担をかけるようなことになれば、回収率も下がってくるような気がし

ますので、これら行政とすればどういう形で指導しているのか。この部分につい

てお聞かせをいただきたいと思います。 

 次の６４ページですけれども、霊園の利用状況の中で２９年度２種の返還のと

ころが３件ありますけれども、これはどういう形で返還３になっているのか、こ

の中身についてお伺いしたいと思います。 

 ６９ページの保健協力委員活動補助金のところでお伺いしますけれども、保健

協力委員というのは各地に町内会推薦で上げてやっているんですけれども、非常

に人数が多い部分と、なかなかなり手がない実態があるわけで、そしてまた敬老

会等のいろんな出席確認等も、保健協力委員さんにもお願いして回ってもらって

いますけれども、中には巡回できないような協力員もいるわけで、その協力委員

も活動していく中で基準的なものがどのぐらいの体力があればとか、名前だけで

協力委員という部分ではいかないと思うので、この辺についてもひとつどの程度
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までは許容範囲として許されるのかお知らせをいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

山委員長  介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 敬老会についてお答えいたします。 

 まずは、参加状況についてですけれども、平成２９年度対象者が３，０６９人

おります。参加数が１，１９１人ということで、町内全体では約３９％の方が参

加している状況であります。地区ごとに見ますと大変まちまちなんですけれど

も、多いところですと６割ぐらい、少ないところですと２割ぐらいの参加率でご

ざいます。 

 次に、補助金でありますけれども、今現在前はいろいろと委託料の出し方あり

ましたけれども、平成２９年度については１人当たり３，０００円の参加者数と

いうことで、最低の補助が３万円ということで委託をして実施をしているところ

です。 

 補助金の上乗せがどうかという話なんですけれども、現状でいいますと参加者

数の委託料を満額使って委託しているところもありますし、それを下回っている

町内もあります。それが現状であります。いろいろなネタが尽きるというのもあ

るんですけれども、飲み食いだけ、飲食だけやっている町内もありますし、いろ

んな団体を、保育園とか踊りの団体とか保存会とかさまざまやっているところも

ありますので、一概にどういうふうにやったらいいのかというのも、町では答え

にくいんですけれども、現状はそういう状況であります。 

 補助金、上乗せできるかどうかというのは、町内からいろんな要望が来てあれ

ば検討することになるかと思いますけれども、現状では今の１人３，０００円で

行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

山委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、まずは予防接種についてお答えをいたします。 

 高齢者に対する予防接種につきましては、こちらの高齢者インフルエンザ、そ

れから高齢者の肺炎球菌ということで、助成をして接種をしているところでござ

いますが、高齢者に対するはしかの予防接種というのは現在のところやっており

ませんので、今後の検討課題ということでさせていただければと思います。 

 続いて、資源集団回収で回収する際にいろいろ条件が出てきて、回収が難しく
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なってきているというお話につきましては確かにほかの町内会等からも、特にペ

ットボトルの回収の仕方が面倒くさくなったというか、いろいろ条件がつけられ

るようになってきたという話を聞いております。そういう意味で、こちらから業

者に指導というか、そういうことは特にはしておりませんけれども、ある業者だ

けがそうなのか、それ以外の業者も同じ条件でやっているのかということで、情

報収集はしていかなければならないと認識はしております。 

 次が、霊園の利用の返還３件の状況ということでございますけれども、たしか

利用料の返還につきましては、借り入れの申し込みをしてから１年未満であれば

利用料金満額の返還ということになりますし、１年以上５年未満であれば半分利

用料をお返しするという中身になっておりまして、こちらの３件のうち１件が１

年未満ということで満額返還しておりまして、２件については利用料返還しない

形で墓地の区画の返還があったという状況であります。 

 保健協力委員になり手がないということで、その状況等で町内会の会長さん等

に見つけていただきたいということで、お願いをしてご面倒をかけているという

のは十分認識をしております。確かに、名前だけあればいいのかということのご

指摘だと思いますけれども、そういうことではなくてできれば健診の申込書等を

回収して、声かけをして歩いていただくということをお願いをしておりますの

で、やはりそれなりに町内を、言葉は悪いかもしれませんけれども、歩けるよう

な方にお願いをしたいとは考えております。 

 以上でございます。 

 

山委員長  平野委員、いいですか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  敬老会への行政の件ですけれども、１人３，０００円で参加者掛けてそれに、

例えばうちの場合ですと保育園の園児、それから先生、町内会の役員、そして当

日の民生委員、保健協力委員、そういうのがスタッフとして運営に当たっている

わけであります。そのほかに出演者もありますから、そうすると１人当たり３，

０００円の部分でこういうスタッフの人数も割れば、幾らにも１人当たりの経費

が落ちるわけですよ。参加する人だけをこの予算で賄って、あとはボランティア

で協力をお願いしますという、１日がかりで進める事業とすれば、余りにも私は

町が虫がよ過ぎるなという思いがあります。 

 ですから、少なくてもうちのほうも、この先課長が言った参加率でいきますと

大体３５、６までしか上がりません。地域がいろんな形で支えているんだという

こと、保健協力委員とかそういう人方の意識が高まれば、まだ半分までいけるん
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じゃないかなという思いもありますし、予算的にも絶対数がふえてくればまた可

能にもなるかなと思いますけれども、スタッフとかそういうものの手だてという

のもやはり考えてほしいなと。そうでなければ、１人当たりで割ってかけて助成

をしているからその予算の中で賄いなさいというのであれば、人数が多いところ

はいいんですけれども、少ないところというのはそういう形で参加率が低ければ

低いほどいろんな意味で、どこかから金を捻出しなければならなくなってくると

いう実態をぜひご理解をいただきたいと思います。 

 それから、予防接種の件ですけれども、今のはしかの部分についてはこの前見

ましたけれども、簡単には予防しなければ発症すれば命にかかわるということ

で、急激にいろんな意味で予防しなければならない対象者というのは各地域で発

生しているというのが出ていますから、このままでいったら多分検討課題になっ

ても、ほとんど予算措置もしなければ取り組みがないという形では理解するんで

すけれども、一番人口の比例構成からいっても一番人口が多いところの年齢区分

からいっても、多いところの人が対象になっているわけですから、これらについ

てもっと現実的な対応をすべきだと私思うので、ぜひ実態把握をして、緊急に対

応できるような形でやったほうが、私は町民からも理解が得られると思いますの

で、ぜひもうちょっと調査して対応してほしいと思います。 

 それから、資源回収については今課長、各ほかの町内会からも同じような意見

が出ているということですから、早急にこういう形でこうだというものを示して

いただきたい。それが、隣の町内も同じだということになれば業者もそれなりに、

回収するほうも同じような条件で回収してもらえると思いますので、ぜひその辺

の指導もあわせてお願いをしたいと思います。 

 あと、霊園のほうの使用料の返還というのは申し込みをして利用しなければと

いうのは、ちょっと私よく理解できないんですけれども、区画はどうなるんです

か、区画を利用しますよということで申し込みをして、１年以内解約すれば全額

返るのかな。この辺、普通の、うちの場合ですとそのまま買い取ってしまいます

から、使う使わないは別にして返還はないなと思っていましたけれども、この辺

ちょっとよく、普通のお寺の場合でもそれはないんじゃないかと思っていますけ

れども、この辺よく理解できないので詳しく説明お願いしたいと思います。 

 それから、保健協力委員につきましてはある一定の年齢っていえばなんですけ

れども、大体うちの場合ですと６０戸ぐらいの世帯を健診の申し込みとか、敬老

会の部分については役員と一緒に参加の確認に歩きますけれども、そういう意味

ではある程度足腰の強い人でないと、もう回らないで用紙だけためておく人もあ

ると聞いていますので、この辺実態も把握して指導いただければと思います。 

 以上です。 
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山委員長  介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 敬老会についてお答えいたします。 

 今現在、１人当たり３，０００円ということで委託料を出しております。スタ

ッフにも手だてということでお伺いしましたが、以前に参加者掛ける幾ら、スタ

ッフの人数に幾らという形で委託料を支出しているときもありましたので、そう

いったところも現状と以前の補助方法を確認して、あと町内会の要望と実態を確

認した上で今の３，０００円がいいのか、それとも増額しなければならないのか

考えてみたいと思います。 

 以上です。 

 

山委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 霊園の返還についてご説明したいと思います。 

 先ほどの答弁の中で１つ言い忘れたところがありますが、返還につきましては

まず原則として墓石を建てていない、遺骨を埋葬していないというのが条件であ

りまして、その上で１年未満であれば全額の返還、５年、１年以上５年未満であ

れば半分の返還、５年以上であれば使用料の返還はなしということで、条例に規

定をされております。 

 この霊園の使用に関しては、土地の売買のように買った人に登記が移るとか、

そういうことではなくて使用する権利を与えるということでございますので、所

有していることによって、所有といいますか、借りていることによって毎年管理

料がかかるということもありますので、もし埋葬する予定がないとかいうことで

あれば、その管理料を払わなくてもよくなりますので、返還するという方もいら

っしゃるのではないかなと思っております。 

 あと、保健協力委員につきましてはご指摘のとおりかとは思いますけれども、

なかなかなり手を、協力していただける人を見つけるというのもこちらでも大変

な思いをしておりますので、ご意見を承ってなるべく地域のそのような活動をし

ていただける方を探していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

山委員長  ちょっと、平野委員に申し上げたいんですけれども、決算特別委員会ですので、

要望等には余りなじまないんじゃないかなと思いますので、できるだけ要望は控

えるようにして、確認等を重点にしていただけませんでしょうか。 
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 平野委員。 

 

平野敏彦委員  今、６０ページの返還の部分ですけれども、霊園で今のような形で返還しまし

たと、受けましたということですけれども、町営、町の私たちは墓地を管理して

二川目はやっているんですけれども、二川目の場合は埋葬していなくても予約し

てその区画を購入した人は、維持経費は毎年払っています。徴収しています。同

じ町が管理、所有するところで条件の違いというのは私はちょっと疑問に感じた

から質問したので、もう少し比較してみてほしいと思います。 

 うちのほうは、例えば分家とかそういう人で欲しい、それでお金をいただく、

墓石もない、埋葬もしていない、それでも３年も４年も管理料はいただいてきて

いる実態がありますので、この辺は霊園だから返せる、違うほうは返せないとい

うのは統一して、判断できるようなものをつくるべきだと思うんですが、いかが

ですか。 

 

山委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。 

 一般質問のところでも答弁をさせていただいていましたけれども、町営墓地に

関しましては、古い時代に町内での共同墓地であったものを町に寄附をされて、

町営の墓地になったという経緯がございまして、基本的には管理とか運営それか

ら料金等につきましても、それぞれの町内に協定を締結する形で任せていると、

ある意味町では管理運営等に関しては一切関与していないというやり方になっ

ております。 

 一方の町営霊園に関しては、町で整備した霊園であるということで条例の中

に、詳しい管理の方法、料金等に規定をしているところでございまして、これま

での成り立ちの違い等がある関係上、２つの制度といいますか、仕組みが存在す

るということになっております。 

 管理料につきましては、委員ご指摘のとおり、町営霊園につきましても墓石が

建っていなくても使用の許可を得た区画につきましては、毎年管理料をこちらで

徴収しているということで、この件については変わりがないのではないかなとい

う気がしておりますけれども、その墓地そのものを例えば所有といいますか、使

用を継続して使用していくことをしないと判断された方が返還してきていると

いうことかと思います。 

 以上でございます。 
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山委員長  ほかにございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第３款から第４款までについての質疑を終わります。 

 次に、第５款労働費から第７款商工費までについての質疑を受けます。 

 ９５ページから１１０ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第５款から第７款までについての質疑を終わります。 

 次に、第８款土木費から第９款消防費までについての質疑を受けます。 

 １１１ページから１２４ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 松林委員。 

 

松林義光委員  開発の件について土木費だと思いますけれども、お伺いします。 

 今、セイホールがあります緑ケ丘１０丁目は貸し家がどんどん建っておりま

す。そしてさらに稲生川ですか、あの用水路を青葉のほうに向かってくると緑ケ

丘９丁目があります。そこにも十和田不動産センターの開発を、木を伐採して開

発を行っております。鶉久保の墓地のところも今真ん中に舗装道路をつくって住

宅が建つ準備がされております。 

 そこで、私が聞きたいのは、ごみ箱の設置なんですけれども、緑ケ丘１０丁目、

小さい普通のごみ箱、町内会で設置しました。１個では足りないと思いますけれ

ども、そして町から２分の１の補助をいただいてやっています。そしてまた今緑

ケ丘９丁目、十和田不動産センターが開発する場所なんですけれども、これ、ど

うなんでしょうか。小学校の前も今分譲が盛んに進んで家が建っております。 

 このごみ箱の設置は、役場は関与はできない、もうできた後町内会でやってく

ださいということなのか。これが一番困るんですよ。建ってからそこにごみ箱を

お願いしますというと、誰もが好きではないんです。違いますか。今のはだめで

すか。 

 

山委員長  ちょっと今の質問がごみ箱の設置については、どうですか、第３款…… 

 

松林義光委員  開発に当たってごみ箱設置、業者がしないんですよ。だから、役場に関与でき

ないものかどうか、今お伺いしようとしましたけれども、だめであればやめます。
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(「いいのでは」の声あり)いや、町内が、町内会が。 

 

山委員長  答弁するんであれば。 

 

松林義光委員  町内会の人がごみ箱設置、ごみ投げ場、ごみ箱を設置するために業者がつくっ

たの住宅分譲地、そこに置いてからというとなかなか建てた人はだめだよと、も

っと遠くにやってくださいよということがあるもんですから、役場で業者に開発

する前にごみ箱設置してくれませんかというお願いができないのかどうか。だめ

であればいいです。 

 

山委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 緑ケ丘の稲生川の水路沿いの木の伐採が終わったということで、議員がご質問

の十和田不動産センターに、土地の所有権が移ったというのはうちでも確認し、

協会の立ち会い申請含めて、現地とかそういった部分では確認しておりました。 

 委員ご質問のごみ箱の件ですけれども、１万平方メートル以上で土地を開発す

るという際には、うちに相談なり開発の申請等来ますし、あとは整備の、宅地分

譲、それ以下であっても宅地分譲する際の道路の寄附ということで不動産屋さん

がそういう思いがあるのであれば、うちに相談に来て道路の広さ、側溝の整備、

今ご質問のごみ箱の設置ということで、ごみ箱の設置については町内とご相談し

た上で設置をしていただきたいという条件を付して、うちで道路の寄附とか、そ

ういう部分を進めております。 

 ただし、そういう道路の寄附の相談がない場合には、あとは何もうちに関連す

る部分がない場合にはそのまま進められるという状況であります。ただし、どの

ケースにおいても道路との接続と言えば変ですけれども、進入する町道から自分

が開発する際の道路につくりますので、接続しますので、そういう場合には２４

条の申請ということで道路の一部を例えば壊してまた舗装し直すとか、側溝を入

れ直すとか、そういう申請等がありますので、そういった際には強制はできませ

んが、町内会とご相談した上でごみ箱の設置ということで、建てた後に買った

方々も困るという意味も含めて、お話しすることは可能と考えております。 

 以上であります。 

 

山委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  せっかく、おいらせ町が住みやすいと、定住促進も進めていると、子育て支援
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も充実していると、平たん地だということでおいらせ町に住みたいという方々が

北部地区に今集中しているわけですけれども、これも恐らく将来、今三沢市では

定住促進、３００万円ですか、補助するという報道もあったようです。ですから、

これから三沢市からの転入も減ってくるのかなと思います。 

 そこで、一番の問題は、うち建ててからそこに町内会と相談してごみ箱を設置

してもらいたいと言っても、いや、もっと遠くに置いてくださいと必ず言うんで

すよ。一番困るのは町内会長なんですよ。役場では規制があって１万平米以上な

ければ関与できないということです。 

 それはわかるんですけれども、建つ前に、じゃあ今の緑ケ丘９丁目、話が聞い

ていると、木の伐採も聞いていると、じゃあ緑ケ丘９丁目はこれ何とかなるんで

すか。 

 

山委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 今回の緑ケ丘９丁目の部分については木の伐採後、土地の境界を立ち会いして

ほしいということで申請を受けて立ち会いはしております。ただし、その際に今

後の分譲計画があるということを聞いておりましたので、これまで水路沿いにつ

いては歩道空間の確保ということで、一番三沢沿いのほうを用地を寄附していた

だきながら、歩ける部分のスペースを確保しておりましたので、そういった部分

については現在申し出ということで、不動産屋さんに伝えるように調査士さんと

はお話はしておりました。 

 ただし、今回正式に２４条とか、分譲の形で正式な部分もまだ確認はしており

ませんでしたので、こういった部分については今度２４条等の申請等、協議等も

またあることになりますので、そういった部分を含めてごみ箱の設置ということ

で、後から買った人が困るということを含めてお話しするということは、先ほど

も言ったように可能だと考えておりますので、強制はできませんけれども、そう

いう形での伝え方はしたいと思っています。 

 以上です。 

 

山委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  今、十和田不動産センター、私は良心的な業者だと思っております。なぜかと

いうと、８丁目ですか、三沢の「心のとも」のほうに抜ける作業場があったんで

すけれども、その手前の一角を十和田不動産センターで造成しております。その

ごみ箱の設置場所、町に寄附しております。多分、課長御存じかと思いますけれ
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ども、その一角を寄附をして今町内会でそれを使っております。ですから、話し

すればわかる業者かなと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。答弁があったら答弁お願いします。なければ。 

 

山委員長  ありませんか。 

 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 先ほどお話ししたように、歩道の部分の用地の部分ということで申し出もして

おりますので、そういった部分も確認も含めて、もう一度再度ごみ箱の部分につ

いてもお話はしたいと思っております。 

 以上であります。 

 

山委員長  よろしいですか。そのほかございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第８款から第９款までについての質疑を終わります。 

 次に第１０款教育費から第１３款予備費までについての質疑を受けます。 

 １２３ページから１５４ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 川口委員。 

 

川口弘治委員  １４８ページの工事プール建設工事費、ここのところで、私は建設にかかわっ

て労働災害、事故等の発生はなかったでしょうか。 

 

山委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（田中貴重君） 

 私の中ではそういう事故があったという話は聞いておりません。 

 以上です。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  そのとおりだと思います。 

 実は、労働安衛法所管の監督、労働基準監督署、労働災害について発注者側と

の協議、発注者としての安全管理、そういうものが指導されてきていると聞いて

います。その辺は役場では工事担当安全管理というものについては、そういう指

導は受けていますか。 
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山委員長  答弁願います。 

 財政企画課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 申しわけありません。特に承知してございません。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  それは、入札の財政の担当になるんですか。いや、あの、地域整備課であれば、

工事の発注とか工事管理、工程管理等のそういうものとは専門の分野、技師等が

いますので、最近は教育長部局といいますか、学校であるとか大型物件の建築物

の発注が非常に多くなっております。工事を進める部分については、入札までは

企画財政で入札をして管理をして検査をするという形にはなっているんですが、

実質工事が施工されている間、業者との施工管理の書類等は検査して、受けてい

る、その中に安全管理という部分がございます。その安全管理の工事を進めてい

く中で、業者さんが打ち合わせをしながら、発注者と打ち合わせをしながら安全

に、安衛法に基づいた施工をしているか、その辺の認識というのは当然あるかと

思いますが、担当者レベルでは町ではどうなんでしょうか。そこのところの認識

をお聞かせください。 

 

山委員長  教育長。 

 

教育長 

（松林義一君） 

 学校関連、教育関連の発注も今行われていて、その際例えば百石中学校の体育

館の場合のお話ししますと、工程会議と称して１週間に１回持たれております。

その中に学務課所属の職員も必ず入るようにしております。 

 ただ、先ほどの安衛法の件については申しわけありません。私も勉強不足でし

て、そこは確認というか理解はしておりませんけれども、とりあえず学務課から

も担当者が行って工程会議に参加させてもらっているということがありますの

で。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  認識として、工事を完工するのに当たって安全管理というもの、安全施工でこ

れは業者さんには、入札、落札された業者さんには求められて、また求めている

はずです。それを管理しなきゃならない。そういう責務というか発注者なりの、
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最近は監督署から発注者に対しての協議というんですか、安全指導という、そう

いう形がその業界の中では話がたまたま聞こえておりまして、いろんな災防協に

関する団体等の安全パトロールであるとかそういうものの参加要請とかで、何て

いうんですか、安全意識の高揚、管理、安衛法の認識、改正法、さまざまの工事

には、改正された安衛法のさまざまな部分が工事中には、施工している間には行

われています。 

 その辺もなかなか専門ではないでしょうけれども、ああいう大型物件の建築物

を工事するに当たっては、長期または多様な職種の業者さんが入っております。

全ては安衛法に基づいた施工、安全上の決まりがあります。その監督をする、当

然監督署がそういうところを監督しておりますが、工程打ち合わせの中に、そう

いう知識がない打ち合わせ者が行って工程を打ち合わせをするというときには、

施工業者に対する物すごい不利益に当たるというような、またそういう安衛法上

無理な工程の仕方、そういう現状も起こる可能性があります。その辺について心

配だったものですから、認識をお伺いしたいと質問したわけですが。どうぞ。 

 

山委員長   教育長。 

 

教育長 

（松林義一君） 

 大変ありがとうございます。心してこれからも業務に当たらせたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 実は、大きい建物に限らず、教育委員会からもさまざまな小さいというか、い

ろんな作業を発注しております。その中で、事故等が起こらないように細心の注

意を払うようにお願いするところでありますけれども、これからもいろいろ勉強

しながら、させながら頑張りたいと思います。大変ありがとうございます。 

 

山委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 直接の回答にはならないかと思いますけれども、パトロール等については委員

おっしゃるとおり、十和田の監督署の主催のパトロールには参加し、そういう安

全意識の向上ということでも努めております。 

 今週は、たしか明日だったと思うんですけれども、六戸町とおいらせ町合同で

の安全パトロールということで、現場をピックアップしてパトロールということ

で実施する予定になっています。 

 先ほど、大きい現場であれば、委員おっしゃるように工程会議等がありますの

で、そういう際には責任のある主任監督員なり監督員、そういうものが双方出席

した上で、工程を含めた安全管理についてもお話なり協議なりしているという形
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をとっております。 

 あとは通常については小さな現場等でも、やはり通常の施工管理または現場確

認等がありますので、そういった際には気がついた部分また危ない部分、危険な

もの、そういったものを確認した上で、業者にはそういったものの注意喚起なり、

改善ということは求めている状況であるということだけご理解いただきたいと

思います。 

 

山委員長   総務課長。 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 もしかしたらということでは、箱物行政の経験が長いものですから一言だけ言

わせていただきます。 

 プールだけに限らずいろいろなもので工程管理ってございます。発注者側で一

番安全に配慮しなきゃならないのが、私個人的に川口委員のことを聞いていて、

もしかしたらば工程表が非常にタイトであったり、もしくは業者さんのほうの資

材が入らないなど、いろいろな条件があった場合がございますので、そこの段階

で少し工期を延長するなり、管理者側としては安全に施工できるような配慮をす

るということも、やはり安全管理の中の一つという意味ではないかなと思って、

改めて発注者側もそういうことを配慮すべきではないかなという思いで、今答弁

させていただきました。 

 以上になります。 

 

山委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 先ほど教育長からもありましたけれども、教育委員会でも正式に技師という職

がたしかなかったはずなんですが、そういう資格を持った者が実際に現場で工程

会議に出席させていただいています。大変申しわけありません。担当課の課長で

ありますが、私がその辺ちょっと勉強不足でしたのであれですけれども、担当者

はその辺心得て、また私もとにかく安全を優先するということは常々言っており

ますので、そこの部分では私もこれから勉強してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

山委員長  川口委員。 

 

川口弘治委員  答弁はいいですので。今、総務課長からお話があったとおり、これは関連にな

るから本当は余りよくないのかと思いますが、過去にはやはりこういう学校関係
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と教育長部局の大型物件の建物がずっと続いていた、続いているわけですね。そ

ういうときに学校側の意見、また教育長部局の意見、その学務担当者の工程の段

階で、非常に要望が学校としての要望とか、その時期にかかわらず工程の打ち合

わせで非常に、本来時期とかそういうものを考えても安全で品質のいいものがで

き上がるものではないという要望、そういうもののこれは工程の、タイトな工程、

そういう状況を読んでも、これは受けた業者が当然発注者側の要望に応えて受け

なければなりませんので、ただそういったときには多少担当者の皆さんも、その

工事の工種によったどういう工程、工法で、どういったものが安衛法上必要にな

るのか、それくらいは施工管理の書類を工程、求めていますのでその安全管理の

中なので、それの知識がこの安衛法は今どう変わっているのかというものの知識

はないとそういう現象の打ち合わせ等に、これが事故が起きてしまうともちろん

業者の労働災害ということでいろいろな安衛法上の問題があればペナルティー

が科されますが、今は監督署の見解では、発注者はどのような指導をしたんです

かという管理をしているんですかということになっておりますので、今こういっ

たお話をさせてもらっています。 

 今後は担当者であると、多少の工事の特色、工事の工種によってのそういう知

識を安衛法上とか、労基法上もそうですが、そういったもののレクチャーをある

程度こうしてスムーズに品質のいい、安全で施工していただくようなそういう努

力をしていただきたいと思います。 

 

山委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、第１０款から第１３款までについての質疑を終わります。 

 以上で、歳出についての質疑を終わります。 

 次に、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についての質疑を受けま

す。 

 １５６ページから１６４ページまでとなります。 

 質疑ございませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  １点お伺いします。１６４ページの基金のところですけれども、病院健全化基

金については預金利子が、基金利子が積み立てで１４万３，０００円あります。

他のほうについてはそれぞれ積み立てしたり減額したりして、これは病院会計が

黒字でないと積み立てをしないというものになりますから、１４３万１，０００

円のところが全然何も変わってきていないというところから見れば、病院経営が
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好ましくないので出てこないのかなという気もしますし、この基本的なところに

ついてお伺いします。 

 

山委員長  答弁をお願いします。 

 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

 では、平野委員にお答えします。 

 病院健全化基金については、以前病院の赤字のときの改善計画のときに、町の

一般会計から基金に入れて、それを病院に繰り出したと私も聞いております。現

在の部分については、病院には経営が困難になった、また病院建てるとか資金が

必要になった場合の基金の積み立てということで認識しております。 

 以上になります。 

 

山委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  ちょっと意味が、私理解できないんですけれども、基金の目的がちゃんとある

わけですから、その目的に沿って今の決算の見ますと、利子だけが積み立てをし

ているということですから、健全化基金というものであれば、病院が健全経営を

して利益が出れば積み立てをしていくのか、前はたしかこの基金が６億円近くあ

ったんでないかなと記憶しておりますけれども、それで病院の改築等それに充当

されて使ったような気がしたんですけれども、積み立ての根拠とかそういうの、

全然説明なっていないんじゃないですか。もう１回お願いします。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 平野委員にお答えいたします。 

 この病院健全化基金につきましては、合併する前から存在するものでありまし

て条例の中で病院の健全化対策資金に充てるために積み立てするということと

なってございます。今のところ、病院は健全化されているものと、健全であると

いう認識のもと、一般会計からあえて繰り出しして基金に積み立てる状況ではな

いということで、今のところは積み立てしていない状況であります。 

 以上です。 

 

山委員長   いいですか。 

 平野委員。 
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平野敏彦委員  今、課長が言うように、健全化対策資金として一般会計から繰り出しをして積

み立てをしてきたということで理解をしますけれども、そうすれば例えば先般の

議会でも病院の改築とかさまざま質問が出ているわけですから、そういうものに

対応するために準備をする、そういう考え方も全然ないなという気がしますし、

今特別会計の決算書を見ても、余りにも健全的な病院経営になっていないんじゃ

ないかなという思いがあります。 

 もとの基金を取り崩しする際に、病院の経営にも充当できるのか。例えば設備

資金とか設備改修とか、そういうものについては前に病院の改装とかそういうも

のに使っていますけれども、経営にも充当できるのか、今後１点お伺いします。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 今のご質問につきましては、実際どのような形で基金を取り崩して充てるか、

その病院の事業経営の不足する部分に充てられるかどうか。今現在、状況等わか

らない状況でありますので、後刻ちゃんと調べて平野委員にお答えしたいと思っ

ております。 

 以上です。 

 

山委員長  そのほかございませんか。 

 澤上 勝委員。 

 

澤上 勝委員  最後に１つ確認といいますか、聞きたいんですけれども、１５６ページの実質

収支に関する調書でありますけれども、最終的に３番の歳入歳出の総額が出てい

るわけですけれども、一億六千何ぼね、これは多分監査はしていると思いますけ

れども、最終的に何々をもってこの確認がなされているのか、１ついいですか。 

 それから、１６４ページの基金でありますけれども、この中で利息が本会計経

由するのとしないのがあるような気がするし、全部本会計とっているのかもしれ

ませんけれども、備考の欄には書かれていない部分がありますよ、利息が。見る

と、表がすると。この中で、それが一つともう一つは財政調整基金、それから地

域振興基金、それから１６億、１２億、金額的には財政のほうが多いわけですけ

れども、利息計上を見ますと３分の１になっているわけですけれども、その運用

の仕方が違って金利の利息が元金が多くても少ないのか。その辺の見解。 

 それからけさほど失礼ながら、１６２ページ、八戸地域広域の訂正が出ました。

監査が終わってから訂正が出ていますから、監査の了解を得て訂正を出したの
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か。それからこれは昨年度の残高も見ますと、多分昨年度も訂正しなければなら

ない部分が私はあると思いますけれども、その辺の見解をどうぞ。 

 以上。 

 

山委員長  答弁。 

 企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 私から１点目のところまずお答えしたいと思います。 

 監査委員の決算につきましては、監査委員の意見書にもございますとおり、一

般会計特別会計、歳入歳出決算書等の諸帳簿で審査してございます。その結果で

今回の決算書ができ上がっているものでございます。 

 それから、けさほど財産に関する調書の１６２ページの出資による権利のとこ

ろの訂正につきましても、きのうのうちに監査委員事務局に一応お話をして訂正

する旨お知らせしてございます。 

 以上です。 

 

山委員長  答弁。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（赤坂千敏君） 

 ご質問の１６４ページの備考欄に何もない、利息はどこにというご質問ですけ

れども、これは全て一般会計に繰り入れしております。 

 以上です。 

 

山委員長   ちょっと待ってください。まだ答弁あるそうです。 

 企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 先ほどの答弁漏れの部分でございます。１６２ページ、財産に関する調書の出

資による権利のところの訂正の関係でございます。昨年度のものも含めて、誤っ

ていた部分を監査委員事務局へ行ってちゃんと確認してございます。 

 以上です。 

 

山委員長  答弁漏れ、ないです。 

 じゃあ、もう一度、澤上委員、再度その部分説明してください。 

 

澤上 勝委員  失礼しました。ごめん。 
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 ３４ページを見てください。備考。財政調整基金の利息は３８万何ぼ。そして

地域振興のほうは９４万何ぼです。３倍違いますよね。その割には財政調整基金

は元金が多いんですよね。どういう過程の中でこの差額が出るのか。簡単でいい

ですから。 

 

山委員長  暫時休憩します。ちょっと打ち合わせ 

 

 （休憩 午後３時４８分） 

山委員長 

 

 休憩を解いて会議を開きます。 

 

 （再開 午後３時５１分） 

山委員長 

 

 企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 時間をとらせてしまいまして大変申しわけございません。 

 正確なものをきちんと事実把握をして、申しわけありません。あしたきちんと

した形でご報告します。 

 

山委員長 

 

 澤上委員、どうぞ。 

 

澤上 勝委員  再度確認をしますけれども、１５６ページの歳入歳出の残の確認でありますけ

れども、今帳簿だけの確認ということでしたよね。帳簿だけの確認で差額が出て

いるということです。諸帳簿っていうの。 

 なぜかというと、多分常識では現金、預金、定期預金という形で最終的残を確

認するかと思いますけれども、その辺の見解をもう一度。 

 もう一つ、先ほどの市町村圏事務組合のやつ、前年度も監査から了解をとった

と言われていましたけれども、議会からも多分了解をとらないとだめな事項のよ

うな気がしますけれども、その辺２点。 

 

山委員長  企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 １点目、決算審査の関係のところ、ご説明いたします。 

 決算審査意見書の１ページ目のありますとおり、審査の方法ということで決算

書事項別明細書実質調書、財産に関する調書等諸帳簿等で審査しているものでご

ざいます。 

 それから、２点目の議会のほうにもということでございますが、決算審査の平
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成２７年度決算認定につきましては、昨年度の決算での認定行為、認定議決をい

ただいておりますので、今回提出した一般会計の決算書のほうでの提出でお願い

するものでございます。 

 以上でございます。 

 

山委員長 

 

 澤上委員。 

 

澤上 勝委員  １点目については、私はちょっと納得、私はしかねるけれども、それはそれと

して、最後のやつについては２８年度の決算報告で金額が違うんですから、それ

を期首に持ってこないで減らしていますから、やはり議会の了解をとらないとだ

めかと思います。どうですか。 

 

山委員長 

 

 企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 今の点につきましておわび方々説明いたします。 

 今回一般会計の歳入歳出決算書の１６２ページ、財産に関する調書の（４）出

資による権利、八戸地域広域市町村圏事務組合の欄、前年度末残高が５５０万７，

０００円であるということでけさほどの訂正でしたわけでございます。 

 昨年度の決算書も昨年度末の現在高が５５０万７，０００円ということでござ

います。そのことにつきましては、昨年度から違っていた数字になりますので、

大変申しわけありませんでした。 

 その手続の話になりますが、先ほども言いましたように、まず昨年度の歳入歳

出決算につきましては、昨年度議会において決算認定をいただいているというこ

と、それからかなり事務手続的な話になりますが、決算認定につきましては歳入

歳出決算書をもって決算認定を行っているところでございます。よって、事項別

明細書以降、それから財産に関する調書につきましては参考とする書類という位

置づけでもございますので、議会認定を受ける手続としては誤りなくされており

ますので、そのことをご理解いただきたいと思います。 

 また、昨年度から間違っておりましたので、大変申しわけございませんでした。 

 

山委員長 

 

 よろしいですか。澤上委員、よろしいですか。（「はい」の声あり） 

 ほかにございませんか。 

 会計管理者。 

 

会計管理者  澤上委員におわび申し上げます。 
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（赤坂千敏君）  先ほどの質問で、利息の関係です。３４ページの財政調整基金の利子３８万３，

２９０円、そして地域振興基金運用利子９４万６，０００円ということで、元本

自体が地域振興基金のほうが小さいのにというご質問でしたけれども、単純に利

率の関係でこういう状況になっております。 

 以上です。 

 

山委員長  よろしいですか。そのほかございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についての質疑を終

わります。 

 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本特別委員会における付託議案審査については、認定第１号、平成２９年度お

いらせ町一般会計歳入歳出決算認定についてまでとし、認定第２号、平成２９年

度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定からの審査は、明日、引き

続き行いたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

山委員長  異議なしと認めます。 

 よって、本特別委員会の付託議案の審査は、そのように取り扱うことに決めま

した。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 あしたの決算特別委員会は、引き続き本会議場において午前１０時から付託議

案の審査を行います。 

 本日の決算特別委員会は、これで延会とします。 
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 （延会時刻 午後４時００分） 

事務局長 

（小向正志君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 

 


